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男女共同参画社会の実現に向けて 

 

本市では、平成 19 年 3 月に那須塩原市男女共同参画推進条例の

制定に併せて「那須塩原市男女共同参画行動計画」を策定してか

ら、現在の「第 3 次那須塩原市男女共同参画行動計画」（平成 29 年

3 月策定）に沿って、男女共同参画社会づくりに向けて各種施策に

取り組んでまいりました。 

今日、少子高齢化が進み、本格的な人口減少社会が到来し、単身

世帯の増加など世帯構成が大きく変化する中で、社会の多様性と

活力を高め、経済発展を維持していくために、性別にかかわりなくすべての人が活躍でき

る社会の実現が求められています。 

令和 3 年度に実施した「男女共同参画社会に関する意識調査」の結果からは、「女性と仕

事」について、「子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい」と回答した人が前回調

査時（平成 30 年度）から 10.2 ポイント増加しており、市民の意識が変化しつつあることが

わかります。しかしながら、「社会全体で男女の地位が平等になっている」と考える人の割

合は依然として低く、また、保育施設や学童施設の充実や配偶者からの暴力など、改善が

必要な課題も見えてきました。 

令和 5 年度からスタートする「第 4 次那須塩原市男女共同参画行動計画」では、これま

での取組の成果と課題を踏まえ、「男女共同参画の意識づくりと環境整備」、「あらゆる分野

における男女共同参画の推進」、「男女の人権尊重と暴力の根絶」を基本目標に掲げ、各種

施策を総合的に推進することといたしております。 

 市民の皆様には、家庭、学校、地域、職場などのあらゆる場で、男女が共に輝く社会の

実現に向けた取組に御協力いただきますようお願い申し上げます。 

 結びに、この計画の策定に当たり、熱心に御審議いただきました那須塩原市男女共同参

画審議会委員の皆様をはじめ、貴重な御意見や御提言をお寄せいただきました皆様、男女

共同参画社会に関する意識調査に御協力をいただきました皆様に心から御礼を申し上げま

す。 

 

令和 5 年 3 月 

那須塩原市長  渡辺 美知太郎 
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第１章 計画の趣旨 

１ 計画策定の趣旨                           

 我が国では、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、国際社会の取組と連動しつつ男女

平等の実現に向けた様々な取組が進められてきました。 

 平成 11年 6月に制定された「男女共同参画社会基本法」では、『男女が、互いにその人権を尊重しつ

つ責任も分かち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画

社会の実現』が 21世紀の我が国の社会を決定する重要課題と位置付けられています。 

 また、栃木県では、平成 14年 12月に「栃木県男女共同参画推進条例」を制定し、令和 3年 2月には、

「とちぎ男女共同参画プラン〔第 5期計画〕」を策定しました。 

本市においても、平成 19年 3月に「那須塩原市男女共同参画推進条例」を制定し、同時に条例の目的

を達成するため「那須塩原市男女共同参画行動計画」（平成 19年 3月制定）から現在の「第 3次那須塩

原市男女共同参画行動計画」（平成 29年 3月策定）に沿って、市民、事業者及び国・県とともに男女共

同参画社会の形成に関する取組を、総合的かつ計画的に推進してきました。 

しかしながら、男女共同参画についての市民の理解や取組は広がりつつあるものの、未だ根強く残る

固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）を背景とした課題が残っ

ています。また、依然として、配偶者やパートナーからの暴力（DV）による被害や各種ハラスメント、

ワーク・ライフ・バランス、政策・方針決定過程への女性の参画など、多くの課題が残されています。 

平成 27年には、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」が制定され、

女性の職業生活における活躍を推進するための基本方針や事業主の行動計画の策定、支援措置等が示さ

れました。 

那須塩原市は、男女共同参画社会や性別に限らず様々な属性と個の違いを尊重するダイバーシティを

促進することで、新たなイノベーションなどの付加価値を創出し、持続可能なまちづくりを実現するた

めに、今後も男女共同参画を推進してまいります。 

こうしたことを踏まえ、男女共同参画社会の実現に向けた取組の更なる推進と新たな課題に対応して

いくため、「第 4次那須塩原市男女共同参画行動計画」を策定します。 
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２ 計画の位置付け                            

 本計画の位置付けは、次のとおりです。 

 

（１）男女共同参画社会基本法第 14条第 3項の規定に基づく「市町村男女共同参画計画」です。 

（２）那須塩原市男女共同参画推進条例第 7条の規定に基づく男女共同参画の推進に関する施策を総合

的かつ計画的に実行するための行動計画です。 

（３）第 3次那須塩原市男女共同参画行動計画を継承し、かつ、新たな課題に対応するための計画です。 

（４）「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第 6 条第 2 項に基づく市町村推進計画とし

て位置付けます。推進計画に該当する施策等は、【基本目標Ⅲ】の施策の方向 3となります。 

（５）「第 2 次那須塩原市総合計画」の部門別計画として、施策の基本的方向と具体的な施策を明らか

にするものです。 

（６）「第 5次男女共同参画基本計画」（国計画）及び「とちぎ男女共同参画プラン〔第 5期計画〕」（県

計画）を勘案した計画です。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間等                              

 本計画の期間は、令和 5 年度から令和 9年度までの 5年間とします。 

 本計画の実施状況については、毎年、条例第 16条に基づく報告書を作成し、公表します。 

男女共同参画社会基本法 

男女共同参画基本計画〔第 5 次〕 

女性の職業生活における 

活躍の推進に関する法律 

とちぎ男女共同参画プラン 

〔第 5 期計画〕 

県男女共同参画推進条例 

那須塩原市男女共同参画行動計画 

〔第 4 次〕 

第 2 次那須塩原市総合計画 

那須塩原市男女共同参画推進条例 

県 

国 

市 法第 14 条第 3 項 

条例第 7 条 
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第２章 那須塩原市の現状と課題  

 １ 那須塩原市の状況                              

（１）人口の推移 

令和 2 年 10 月 1 日現在の本市の人口は、令和 2 年に実施された国勢調査では 115,210人で、平成 27

年の 117,146人に対し 1,936 人（1.57％）減少しています。 

 なお、年少人口（0～14歳）及び生産年齢人口（15～64歳）は減少する一方で、老齢人口（65歳以上）

の増加が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

（２）家族類型の推移 

 令和 2 年 10 月 1 日現在の本市の総世帯数は 47,454 世帯で、国勢調査開始以来最多となっています。

中でも、単独世帯（一人暮らし世帯）が最も多く、割合は平成 27年から 3.3％上昇しています。 

 一方で、夫婦と子どもの世帯（夫婦と両親から成る世帯など）やその他の世帯は減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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（３）年代別未婚率 

 本市の年代別未婚率の推移は、平成 22 年と令和 2 年を比較すると、概ね全ての年代で未婚率が上昇

しています。男女別に上昇率の順でみると、男性は、45～49 歳で 5 ポイント、25～29 歳で 3.4 ポイン

ト、30～34 歳で 2.9 ポイント上昇しています。一方、女性では、20～24 歳で 6.7 ポイント、25～29 歳

と 45～49歳で 6ポイント上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

（４）婚姻・離婚の推移 

 婚姻件数は、平成 26年から減少傾向です。一方で、離婚件数は、200件台を推移していましたが、

令和元年で 200件を割り、最小となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：栃木県保健統計年報 
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（５）就労の状況 

 女性の年代別労働力率を、全国、栃木県と比較すると、10代で低くなっていますが、それ以外の年代

では概ね高くなっています。また、一般的に女性は、結婚・出産により就労を中断し「M 字カーブ」を

描きますが、本市のカーブは、全国、栃木県と比べて緩やかになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和 2 年） 

 

 産業分類別就業者数の男女比において、本市の女性の割合は、全国、栃木県を上回っており、第三次

産業では全国より 3.2ポイント高くなっています。 

 雇用者の雇用形態では、女性の「正規の職員・従業員」が、全国、栃木県と比較して低くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           資料：国勢調査（令和 2 年）             資料：国勢調査（令和 2 年） 
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 ２ 第３次行動計画の進捗状況                           

（１）事業の進捗状況 

 第 3 次那須塩原市男女共同参画行動計画では、3 つの基本目標に基づき、男女共同参画社会の実現に

向けて事業を推進してきました。 

 平成 29年度から令和 3年度までの 5年間の各事業の進捗状況は、以下のとおりです。 

 

男女共同参画の意識づくりと環境整備 

施策の方向１ 男女共同参画意識の醸成 

＜実施状況＞ 

 固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見の意識改革のため、男女共同参画情報「みいな」の  

発行やフォーラム・セミナー等を実施し、市民や事業者等を対象に啓発や情報提供を行いました。また、

市職員を対象に、性の多様性への意識の醸成を図るために研修を実施しました。 

 しかし、男女共同参画への市民の理解や取組が少しずつ広がりつつあるものの、意識の中に長い時間

をかけて形づくられてきた性別に基づく固定的な役割分担意識やそれに基づく社会慣習が今なお存在

しています。 

 

＜参考指標＞ 

「男は仕事、女は家庭」といった性別による役割を固定する考え方を持つ人の割合【R3意識調査】 

 「男は仕事、女は家庭」という考え方について聞いたところ、「男女とも仕事をもち、家庭のことも 

責任を分担」が 48.3％で、次いで、「男女の役割は固定せずに、男女どちらかが仕事をしても家庭にい

てもよい」が 41.5％、「男は仕事、女は家庭」が 3.3％、「男女とも仕事をもち、家庭のことは女性が   

責任をもつ」が 2.7％の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

5.7

7.7

48.3

51.2

49.6

2.7

4.3

4.7

41.5

34.2

32.7

2.0

1.4

1.9

1.1

2.0

1.3

1.1

1.2

2.1

令和３年

(n=808)

平成30年

(n=857)

平成27年

(n=855)

（％）

男は仕事、女は家庭 男女とも仕事をもち家庭のことは分担

男女とも仕事をもち家庭のことは女性 男女どちらかが仕事をしても家庭にいてもよい

その他 わからない

無回答

基本目標Ⅰ 
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市の施策の認知度【R3意識調査】 

 男女共同参画情報「みいな」の認知度は、全体で 34.4％、男性が 27.5％、女性が 39.1％で、女性に

比べて男性の認知度が 11.6 ポイント低い結果でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題＞ 

 今後も、男女共同参画の意識を浸透させるため、家庭や学校など若年層からの意識啓発に努めると 

ともに、男女共同参画情報「みいな」等を活用し、男女共同参画に関する情報の提供や理解により一層

取り組む  必要があります。また、市民に関心を持ってもらえるような取組を行うことが重要です。 

 

施策の方向２ ワーク・ライフ・バランスの推進 

＜実施状況＞ 

男女が互いの生き方を認め合いながら、協力して家事や育児、介護に取り組み、希望するライフスタ

イルを実現できるよう、男女共同参画情報「みいな」やセミナー、「家庭の日」推進事業を通してワーク・

ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の啓発を実施しました。また、多様な働き方や家族構成に対応

した保育サービスの充実など、子育て支援に取り組みました。 

 

＜参考指標＞ 

「家庭生活」で男女の地位が平等になっていると感じる人の割合【R3意識調査】 

 家庭生活において、「平等」と感じている人の割合は、26.9％と前回調査から 1.0ポイント減少してい

ます。依然として「どちらかといえば男性の方が優遇されている」を含め「男性の方が優遇されている」

と感じている人の割合は、57.4％で前回調査より 4.2 ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.4
41.7

39.1
27.5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
（％）

男性(n=331) 女性(n=465) 性別無回答(n=12) 全体(n=808)

13.7

12.1

12.0

43.7

41.1

38.8

26.9

27.9

30.6

6.2

5.3

6.7

1.0

2.2

1.9

7.1

9.1

9.0

1.5

2.3

0.9

令和３年

(n=808)

平成30年

(n=857)

平成27年

(n=855)

（％）

男性の方が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている わからない

無回答
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ワーク・ライフ・バランス（家庭生活・仕事・地域活動等への時間配分）の満足度【R3意識調査】 

日常生活の満足度について、「十分取れている」と「ある程度取れている」を合わせた割合は、「仕事

のための時間」が 81.9％と最も高く、次いで、「家庭生活のための時間」の 72.9％、「休養のための    

時間」の 60.5％の順になっています。 

一方、「あまり取れていない」と「ほとんど取れていない」を合わせた割合は、「地域活動に参加する

時間」が 53.3％と最も高く、次いで、「学習・趣味・スポーツなどのための時間」の 48.6％の順になっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワーク・ライフ・バランス（家庭生活・仕事・地域活動等への時間配分）の理想【R3意識調査】 

 日常生活における理想の時間について、「大いに増やす」と「もう少し増やす」を合わせた割合『増や

す（計）』は、「学習・趣味・スポーツなどのための時間」が 57.4％と最も高く、次いで、「休養のため

の時間」が 54.6％、「家庭生活のための時間」の 48.1％の順になっています。 

 一方、「仕事のための時間」では「もう少し減らす」が 24.6％で、全項目の中で最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.0

38.5

6.7

12.0

18.2

48.9

43.4

21.7

33.5

42.3

18.2

4.3

19.6

23.8

22.6

5.3

3.8

33.7

24.8

12.6

1.6

6.4

15.8

3.7

2.0

2.0

3.5

2.6

2.2

2.2

家庭生活のための時間

仕事のための時間

地域活動に参加する時間

学習・趣味・スポーツ

などのための時間

休養のための時間

（％）

十分取れている ある程度取れている あまり取れていない ほとんど取れていない わからない 無回答

13.2

2.0

1.1

13.1

16.1

34.9

8.0

16.6

44.3

38.5

44.8

57.4

56.7

34.8

40.5

1.7

24.6

3.3

0.7

0.7

3.1

5.6

19.7

5.4

2.1

2.2

2.4

2.6

1.6

2.1

家庭生活のための時間

仕事のための時間

地域活動に参加する時間

学習・趣味・スポーツ

などのための時間

休養のための時間

（％）

大いに増やす もう少し増やす このままでよい もう少し減らす わからない 無回答
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仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の認知度【R3意識調査】 

 仕事と家庭の調和（ワーク・ライフ・バランス）という言葉の「内容を知っている」人の割合は、    

平成 27年の調査時から 10.6 ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題＞ 

意識調査の結果から、女性の家事・育児などの負担が男性より多く、家庭生活において男女が平等で

あると感じる人が 3 割未満と少なくなっていることから、ワーク・ライフ・バランスの推進と男性の  

家事・育児への更なる参加が必要です。 

また、子育て支援施策としては、社会的な背景により、ますます多様化している保育ニーズへの対応

が求められていることから、仕事と子育ての両立支援として、更なる子育て環境の充実を図っていくこ

とが必要です。 

 

施策の方向３ 子育てと教育の場における男女共同参画の推進 

＜実施状況＞ 

 他人を思いやり尊重することのできる人権意識や多様な選択を可能にする男女平等意識を育むため、

家庭における教育力の向上を目的に、親学習プログラムの活用や教育講演会を実施しました。 

 また、学校における男女共同参画を推進するため、教職員への研修などにより、キャリア教育を積極

的に行いながら、性別にとらわれない考え方や勤労観・職業観の育成を図りました。 

 

＜参考指標＞ 

学校における男女の地位が平等になっていると感じる人の割合【R3意識調査】 

 学校において「平等」と感じている人の割合は、63.5％で前回調査に比べ 2.2ポイント高く、平成 22

年調査以降減少傾向にありましたが、今回は増加に転じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

2.0 

2.1 

9.8

10.4 

6.5 

63.5

61.3 

62.6 

2.5

2.6 

2.5 

0.1

0.8 

0.6 

20.2

20.4 

22.6 

2.2

2.6 

3.2 

令和３年

(n=808)

平成30年

(n=857)

平成27年

(n=855)

（％）

男性の方が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている わからない

無回答

35.0

33.5

24.4

29.6

29.1

30.4

32.2

31.7

38.4

3.2

5.7

6.8

令和３年

(n=808)

平成30年

(n=857)

平成27年

(n=855)

（％）

内容を知っている 内容は知らないが聞いたことがある 知らない 無回答
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＜課題＞ 

 家庭や学校における男女共同参画を推進するため、子どもたちへの教育に加え、教職員や保護者の 

意識の高揚のための、さらなる積極的な働きかけが必要です。 

 また、子どもの発達の段階に応じた段階的・継続的な教育や啓発、開催方法の工夫の検討が必要です。 

 

男女の人権尊重と暴力の根絶 

施策の方向１ 人権意識の醸成 

＜実施状況＞ 

 男女が互いの身体的性差を理解し合い、人権を尊重しつつ差別や偏見のない社会をつくるため、人権

意識を根付かせていくための啓発として小学生への「人権の花運動」や、人権に関する問題を解決する

ための窓口となる人権相談を実施しました。 

 また、性の尊重に関する意識啓発と、豊かな母性と父性を育むために、中高生への思春期保健教室や

相談機関の周知などを実施しました。 

 

＜参考指標＞ 

「社会全体」で男女の地位が平等になっていると感じる人の割合【R3意識調査】 

 社会全体において、「平等」と感じている人の割合は、14.9％で前回調査に比べ 2.4ポイント減少し、

「男性の方が優遇されている」「どちらかといえば男性の方が優遇されている」と感じている人の割合

は、合わせて 68.9％と前回調査から 1.7ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題＞ 

 社会全体では、「男性が優遇されている」と感じている人の割合が高く、男女平等社会の実現のために

は、男女の人権尊重に向けた意識啓発を進めることが重要です。 

 また、人権侵害の早期発見のための人権相談は、利用者が少ないため、差別や人権侵害の予防、早期

発見及び解決に向けて、定期的に相談窓口を開設するとともに相談窓口・相談機関の周知にも努める 

必要があります。 

 若年期からの性の尊重に関する教育を行うため、学校と関係諸機関との更なる連携強化と支援体制の

整備が必要です。 

 

 

15.8

15.4 

14.6 

53.1

51.8 

53.1 

14.9

17.3 

16.5 

4.5

4.8 

4.3 

0.6

0.6 

0.6 

9.7

8.6 

10.1 

1.5

1.5 

0.8 

令和３年

(n=808)

平成30年

(n=857)

平成27年

(n=855)

（％）

男性の方が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている
平等になっている どちらかといえば女性の方が優遇されている
女性の方が優遇されている わからない
無回答

基本目標Ⅱ 
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施策の方向２ 男女間のあらゆる暴力の根絶 

＜実施状況＞ 

 配偶者等からの暴力防止のための取組として、男女共同参画情報「みいな」での相談窓口の情報提供

や啓発物品の配布を行いました。また、若い世代から DV や人権意識の啓発を行う目的で、市内の高校

生を対象にデート DVの出前講座を実施しました。 

被害者の安全確保や自立支援のため、平成 30 年度に庁内の DV 対応マニュアルを作成しました。「DV

被害者緊急一時避難事業」や関係機関の連携により、被害者の安全確保や被害者の自立に向けた支援 

体制を整えています。 

 

＜参考指標＞ 

配偶者・パートナー・恋人の間で行われた場合、暴力として認識する人の割合【R3意識調査】 

 配偶者・パートナー・恋人間での暴力に対する考えについて、「どのような場合でも暴力にあたる」で

は、“刃物などを突きつけて脅す”で 95.2％と最も高く、次いで、“身体を傷つける可能性のある物など

で殴る”が 94.7％、“足でける”が 86.1％の順になっています。また、「暴力にあたる場合とそうでない

場合がある」では、“何を言っても長時間無視し続ける”で 35.6％と最も高く、次いで、“交友関係や  

電話、メール等を細かく監視する”が 33.8％、“大声で怒鳴る”が 29.2％の順になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.0

86.1

94.7

70.4

95.2

57.4

55.3

84.9

77.4

75.1

66.0

68.1

20.8

9.9

1.5

23.3

1.1

33.8

35.6

11.0

15.6

19.6

29.2

25.2

1.9

1.5

1.5

3.6

1.5

6.4

6.8

1.7

4.7

3.0

2.6

4.1

2.4

2.5

2.4

2.7

2.2

2.4

2.2

2.4

2.4

2.4

2.2

2.6

平手で打つ

足でける

身体を傷つける可能性の

ある物などで殴る

殴るふりをして脅す

刃物などを突きつけて脅す

交友関係や電話、メール等を

細かく監視する

何を言っても長時間無視し続ける

嫌がっているのに

性的な行為を強要する

見たくないのにアダルトビデオや

ポルノ雑誌を見せる

「誰のおかげで生活できるんだ」

とか「稼ぎが悪い」などという

大声で怒鳴る

生活費や小遣いを渡さない

（％）

どのような場合でも暴力にあたると思う 暴力にあたる場合とそうでない場合があると思う

暴力にあたると思わない 無回答
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夫婦間における「平手で打つ」を暴力として認識する人の割合【R3意識調査】 

 「どのような場合でも暴力にあたる」は 75.0％で、前回調査から 1.0ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暴力を「受けたり、見聞きしたら」、または今までに「受けたり、見聞きしたことがある」場合、「相談

しない・しなかった」人のうち「どこ（誰）に相談してよいのかわからない」と回答した人の割合 

【R3意識調査】 

 DVの相談をしない・しなかった人のうち「どこ（誰）に相談してよいのかわからない」と回答した人

は 24.0％で、前回調査から 10.7ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DV相談件数【子ども・子育て総合センター調】 

 DV の相談件数は、平成 29 年度が 48 件、平成 30 年度が 44 件、令和元年度が 47 件、令和 2 年度が  

53 件、令和 3年度が 51件となり、50件前後を推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題＞ 

 少しでも早く DVに気付き、相談できる環境の整備のためにも、中・高校生を中心としたデート DVの

啓発を継続的に行うことが必要です。 

48
44 47

53 51

0

10

20

30

40

50

60

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（件）

24.0

13.3

17.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

令和３年

(n=96)

平成30年

（n=75）

平成27年

（n=73）

75.0

74.0

68.8

20.8

23.5

28.8

1.9

1.2

0.8

2.4

1.4

1.6

令和３年

(n=808)

平成30年

(n=857)

平成27年

(n=855)

（％）

どのような場合でも暴力にあたると思う 暴力にあたる場合とそうでない場合があると思う

暴力にあたると思わない 無回答
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 さらに、適切に情報を取捨選択し、正しい情報を取り入れ判断できる能力の育成も欠かせません。情

報活用能力を高め、DVの問題点を正しく認識できる能力を育成することも大切です。 

 また、DV被害者の自立支援のため、様々なケースに対応できるよう関係機関との更なる連携強化が必

要です。 

 

施策の方向３ 生涯を通じた男女の生活環境の整備 

＜実施状況＞ 

 男女が生涯を通じて健康で生き生きと社会と関わりながら自分らしく生きていくために、心と身体の

健康の保持増進と、ライフステージに応じた健康や体力づくりへの支援を行いました。また、母性父性

育成支援のため、保健師・助産師が訪問指導し全家庭の状況把握をすることで、保護者が安心して地域

で子育てできるように取り組んでいます。 

 生活環境の整備においては、貧困や高齢・障害などの困難を抱える方が安心して生活が送れるよう、

経済的な自立支援や各種サービスの充実などによる適切な支援を国・県と連携して取り組んでいます。 

 

＜参考指標＞ 

大腸がん検診受診率【健康増進課調】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お父さんの育児参加について「よくやっている」と思う母親の割合（1歳 6か月児健康診査） 

【健康増進課調】 
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（％）

60.3
61.4

59.5

55.6

66.7

50

55

60

65

70

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（％）



14 

障害のある人の地域生活支援のための介護給付サービス利用者の割合【社会福祉課調】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題＞ 

がん検診の受診者数は回復傾向にありますが、がんの早期発見・早期治療のため、若い世代にも届く

ような情報発信が必要です。また、乳幼児の各健診については、未受診者の状況把握に努めるなど、  

今後さらに、乳幼児期からの生涯を通じた健康習慣の定着や生活習慣の改善に繋がるよう、働き掛けて

いく必要があります。 

 多様で複合化していく社会的な問題を抱える人が自立して生き生きと暮らしていけるよう、相談体制

の強化や他の支援機関との情報共有、また、的確なサービスの提供のためのニーズキャッチが求められ

ます。 

 

あらゆる分野への男女共同参画の推進 

施策の方向１ 地域活動における男女共同参画の促進 

＜実施状況＞ 

 身近な暮らしの場である地域の活動に性別や年代に関わらず参画できる環境づくりを推進するため、

公民館での各種年代を対象とした講座の開催をはじめ、生涯学習出前講座や市民大学講座を開催し、 

参画促進を図りました。また、社会的・地域課題の解決のため、市政懇談会、みちたろう TO わくわく 

トークにより意見・要望を聞いたり、意見交換をする場を設けたほか、市民自らが企画・実践する   

「まちづくり活動」に対し、支援を行いました。 

 

＜参考指標＞ 

地域・社会活動への参加状況（参加していない人の割合）【R3意識調査】 

 地域活動の参加状況については、「自治会、まちづくりなどの地域活動」が最も高く、次いで、「PTAや

子ども会などの青少年育成活動」、「文化、スポーツ、学習などのグループ活動」の順となっています。

一方「参加していない」人は、男性が 42.6％、女性が 42.4％で高い割合となりました。 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅲ 

10.3
12.5 12.5 12.3 11.8

0

5

10

15

20

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（％）
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地域・社会活動に参加していない理由【R3意識調査】 

 地域活動に「参加していない」と回答した人に、参加していない理由を聞いたところ、「仕事が忙しい」

が男女共に最も高く、次いで「関心がない」、「参加したいと思うものがない」、「団体や活動などの情報

がない」の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.9

14.5

12.1

10.3

3.6

9.4

1.5

3.0

1.8

5.7

2.1

42.6

12.4

27.7

21.7

13.1

11.2

14.0

6.2

1.5

3.9

8.8

9.0

0.4

42.4

0.6

0 10 20 30 40 50

自治会、まちづくりなどの地域活動

ＰＴＡや子ども会などの青少年育成活動

文化、スポーツ、学習などのグループ活動

福祉、ボランティア活動

リサイクル、共同購入などの消費生活活動

自然保護、環境美化などの環境保全活動

国際交流、国際協力活動

健康づくり、医療介護などの保健医療活動

セミナー、講座などを受講したりする生涯学習

子どもの見守りやパトロールなどの防犯活動

その他

参加していない

無回答

（％）

男性(n=331) 女性(n=465)

46.1

2.8

10.6

13.5

12.1

0.0

13.5

19.9

9.2

22.0

2.1

33.5

17.8

17.3

17.3

14.7

3.0

13.7

16.8

8.6

21.8

1.5

0 10 20 30 40 50

仕事が忙しい

家事や育児、介護が忙しい

経済的にゆとりがない

団体や活動などの情報がない

一緒に活動する仲間がいない

家族の理解や協力がない

近くに活動の場がない

参加したいと思うものがない

その他

関心がない

無回答

（％）

男性(n=141) 女性(n=197)
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防災等の分野における性別に配慮した対応が必要と思うこと【R3意識調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題＞ 

 地域活動に参加していない人の割合は、男女ともに 4割を超える状況にあります。多くの市民の様々

な地域活動への関心と参加を促すためにも、公民館事業のほか、生涯学習出前講座及び市民大学講座に

おいても、市民が何を望んでいるのかを的確に把握することが必要です。そして、その学習機会の提供

と学んだことを地域社会に還元できる仕組みと効果的な周知方法の検討が求められます。 

 防災においては、性別に配慮した避難所の設備、政策・方針過程への女性の参画拡大や避難所運営に

おける様々なニーズに対応できる体制づくりが必要です。 

 

施策の方向２ 政策・方針決定過程への女性の参画推進 

＜実施状況＞ 

 審議会等において男女の比率が偏りのない構成となるよう毎年女性の登用状況の調査を実施し、働き

掛けを行いました。 

 また、男女共同参画の視点に立って様々な分野で活躍できる人材を育成するため、団体の運営支援や

研修等へ受講者を派遣し、研修終了後は新たな活躍の場の提供に努めました。 

 

＜参考指標＞ 

自治会長、市議会議員等における女性比率【R4年版男女共同参画に関する年次報告（栃木県）】 

 

自治会長における女性比率 5.6% 

市議会議員における女性比率 11.5% 

市職員の女性管理職の割合（一般行政職、課長以上） 7.2% 

 

 

 

76.4

65.0

68.6

60.1

81.9

63.4

78.1

63.7

66.7

33.3

58.3

41.7

79.5

63.7

73.9

61.9

0 20 40 60 80 100

避難所の設備(男女別トイレ・更衣室、防犯対策等）

避難所運営の責任者に女性も配置され、

被災者対応に男女双方の視点が入ること

乳幼児、高齢者、障がい者、病人、女性（女性用品等）

に対する備えやニーズの把握、支給する際の配慮

災害時の救援医療体制（診察・治療体制、

妊産婦をサポートする保健師・助産師の配置）

（％）

男性(n=331) 女性(n=465) 性別無回答(n=12) 全体(n=808)
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審議会等における女性委員の割合【市民協働推進課】 

 審議会における女性委員の割合は、令和 3 年度で 31.6％と前年度より 2.2 ポイント増加しましたが、

目標値の 40.0％を下回りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題＞ 

 審議会等における女性委員の割合は、3 割を推移し、目標値を下回っている状況です。女性委員が  

全く登用されていない審議会等、委員の選出方法や団体等の事情により、男女の委員の比率に偏りが 

見られます。 

 団体の育成・支援事業では、現に活動している団体の会員の維持・拡大に苦労している状況があり、

意欲ある女性への育成支援と人材育成後の活躍する機会の場を提供することで、団体等の維持・拡大を

図る必要があります。 

 

施策の方向３ 就労の場における女性の活躍推進 

＜実施状況＞ 

 豊かで活力ある社会の実現を図るため、ワーク・ライフ・バランスに関する情報提供や、「男女共同 

参画推進事業者表彰」により働く場における男女共同参画の推進を行いました。 

 就労支援においては、女性の再就職支援のための情報や、就労・職業能力開発支援に関する情報提供

を市のホームページや広報誌で年間を通して実施し、創業支援のための資金融資や商工会が実施する 

創業支援事業に対して助成を行いました。 

 

＜参考指標＞ 

「職場」で男女の地位が平等になっていると感じる人の割合【R3意識調査】 

 職場において「平等」と感じている人の割合は、28.7％と前回調査から 3.5ポイント増加しています。

しかし、「どちらかといえば男性の方が優遇されている」を含め「男性の方が優遇されている」と感じて

いる人の割合は、54.2％と前回調査から 0.7ポイント減少しているものの、依然として半数以上となっ

ています。 

 

 

 

31.5

28.7 29.5 29.4

31.6

20

25

30

35

40

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（％）
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女性が結婚後や出産後も退職せずに働き続けるために重要なこと（とても重要＋重要）【R3意識調査】 

 

企業等事業所の理解 97.0% 

保育施設や学童保育の充実 96.7% 

家族の理解や家事・育児などへの参加 95.5% 

育児・介護休業などの休暇制度の充実 95.5% 

昇進・昇給などの職場での男女平等の確保 91.3% 

労働時間の短縮化、テレワークやフレックスタイム制の導入 91.0% 

福祉施設やホームヘルパーの充実 87.5% 

 

 

結婚や出産のために退職した女性が再就職するために重要なこと（とても重要＋重要）【R3意識調査】 

 

子どもや介護を必要とする人などを預かってくれる施設の充実 96.7% 

家族の理解や家事・育児などへの参加 95.0% 

企業等が再就職を希望する人を雇用する制度の充実 94.2% 

企業等事業所の理解 91.7% 

就職情報や職業紹介などの相談機関の充実 88.4% 

テレワークやフレックスタイム制の導入や介護休業などの休暇制度の充実 88.4% 

技能習得のための訓練施設の充実 73.6% 

 

 

＜課題＞ 

 男女の均等な雇用機会等の確保や女性が能力を発揮しやすい職場環境の整備が進むよう、積極的に 

事業所に働きかける必要があります。 

 女性が結婚や出産を理由に退職することなく、働き続けられる社会づくりと再就職支援や起業支援が

求められます。 

 様々な分野において男女共同参画を推進することで、多様な働き方ができる環境づくりが必要です。 

 

15.7

17.2

18.6

38.5

37.7

38.5

28.7

25.2

24.7

5.3

5.7

4.8

1.2

2.3

1.3

8.7

10.2

9.7

1.9

1.8

2.5

令和３年

(n=808)

平成30年

(n=857)

平成27年

(n=855)

（％）

男性の方が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている わからない

無回答
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（２）指標の達成状況 

 

目 標 設 定 指 標 
基準値 

(H27 年度) 

現状値 

(R3 年度) 

目標値 

(R4 年度) 

基

本

目

標

Ⅰ 

 

男

女

共

同

参

画

の

意

識

づ

く

り

と

環

境

整

備 

施策の方向Ⅰ－１ 男女共同参画意識の醸成 

① 男女共同参画の視点に基づく啓発の推進 

〇 
男は仕事、女は家庭といった性別による役割を

固定する考えを持つ人の割合 
7.7％ 3.3％ 

3.5％ 

（以下） 

〇 男女共同参画情報「みいな」の認知度 30.5％ 34.4％ 33.5％ 

施策の方向Ⅰ－２ ワーク・ライフ・バランスの推進 

① 家庭生活におけるよりよいパートナーシップの推進 

〇 
家庭生活において男女の地位が平等になって

いると感じる人の割合 
30.6％ 26.9％ 37.0％ 

〇 
ワーク・ライフ・バランスの内容を知っている

人の割合 
24.4％ 35.0％ 33.5％ 

 
「家庭の日」推進のため行う『子どもフェスタ』

の来場者数 
350人 未実施 500人 

② 子育てサービス・支援の充実 

 ファミリーサポートセンター活動件数 1,042件 2,507件 1,400件 

 放課後児童クラブの児童数 1,507人 1,826人 1,830人 

③ 介護サービス・支援の充実 

 地域包括支援センター相談件数 19,301件 19,962 件 20,000件 

施策の方向Ⅰ－３ 子育てと教育の場における男女共同参画の推進 

① 家庭における男女共同参画を推進する教育・学習の充実 

 親学習プログラム活用事業の実施回数 28回 16回 30回 

 家庭教育オピニオンリーダー会員数 33人 37人 43人 

② 学校における男女共同参画を推進する教育・学習の充実 

〇 
学校における男女の地位が平等になっている

と感じる割合 
62.6％ 63.5％ 68.0％ 

 
人権教育ワークショップ等に参加した教員・保

護者・児童生徒の数 
411人 303人 1,000人 

 
市要請訪問や県人権教育支援訪問等を活用し

た人権研修を実施した学校数 
15校 12校 

30校 

（全校） 
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目 標 設 定 指 標 
基準値 

(H27 年度) 

現状値 

(R3 年度) 

目標値 

(R4 年度) 

基 

本

目

標

Ⅱ 

 

男

女

の

人

権

尊

重

と

暴

力

の

根

絶 

施策の方向Ⅱ－１ 人権意識の醸成 

① 男女の人権尊重に向けた意識啓発の推進 

〇 
社会全体の中で男女の地位が平等になってい

ると感じる人の割合 
16.5％ 14.9％ 23.0％ 

② 性の尊重に対する意識啓発の推進 

〇 
暴力について「どこ（誰）に相談してよいのか

分からない」と答えた人の割合 
17.8％ 24.0％ 

12.0％ 

（以下） 

 
思春期保健事業（性に関する指導等）の実施中

学校数 

10校 

（全校） 

10校 

（全校） 

10校 

（全校） 

施策方向Ⅱ－２ 男女間のあらゆる暴力の根絶 

① 暴力の未然防止・再発防止のための取組の推進 

〇 
夫婦間における「平手で打つ」を暴力として認

識する人の割合 
68.8％ 75.0％ 100％ 

② 被害者の早期発見及び相談体制の充実 

 ＤＶ相談件数 55件 51件 80件 

④ 被害者の自立に向けての支援の充実 

 ＤＶ被害者の自立支援を行う婦人相談員数 2人 3人 3人 

施策の方向Ⅱ－３ 生涯を通じた男女の生活環境の整備 

① 生涯を通じた心と身体の健康支援 

 大腸がん検診受診率 41.1％ 31.5％ 50.0％ 

 
お父さんの育児参加について「よくやってい

る」と思う母親の割合（１歳６か月児健康診査） 
57.4％ 66.7％ 60.5％ 

② 高齢期における生活環境の整備 

 介護予防のための「住民運営の通いの場」の数 0箇所 46 箇所 40箇所 

③ 貧困家庭・ひとり親家庭・障害のある人の生活環境の整備 

 
ひとり親家庭の自立支援のための高等職業訓

練促進給付金の新規申請者数 
4人 1人 8人 

 
障害のある人の地域生活支援のための介護給

付サービス利用者の割合 
10.6％ 11.8％ 12.0％ 
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目 標 設 定 指 標 
基準値 

(H27 年度) 

現状値 

(R3 年度) 

目標値 

(R4 年度) 

基

本

目

標

Ⅲ 

 

あ

ら

ゆ

る

分

野

へ

の

男

女

共

同

参

画

の

推

進 

施策の方向Ⅲ－１ 地域活動における男女共同参画の推進 

① 男女の地域社会活動への参画の促進 

〇 地域・社会活動に参加していない人の割合 39.8％ 42.0％ 
34.0％ 

（以下） 

 
生涯学習出前講座利用件数（行政編） 

     〃      （市民編） 

174件 

11件 

27件 

3件 

200件 

20件 

 市民大学講座受講者数【延べ】 2,640人 262人 2,700人 

 
中小企業で働く青少年の福祉増進と健全育成

のための「講座開催数」及び「延べ受講者数」 

26講座 

1,392人 

勤労青少年ホー

ム閉館のため R3

年度実施なし 

30講座 

1,500人 

② 防災やまちづくり等における男女共同参画の推進 

 自主防災組織の世帯カバー率 72.7％ 81.6％ 95％ 

 自主防犯団体新規補助件数【累計】 0件 3件 6件 

施策の方向Ⅲ－２ 政策・方針決定過程への女性の参画推進 

① 審議会等への男女共同参画の推進 

 審議会等における女性委員の割合 33.0％ 31.6％ 40.0％ 

施策の方向Ⅲ－３ 就労の場における女性の活躍推進 

① 職場における男女共同参画の推進 

〇 
職場において男女の地位が平等になっている

と感じる人の割合 
24.7％ 28.7％ 30.0％ 

 

創業支援資金融資件数 

チャレンジショップ補助件数 

創業支援塾開催回数 

創業支援塾受講者数 

12件 

2件 

18回 

28人 

20件 

0件 

18回 

36人 

15件 

5件 

20回 

30人 

 家族経営協定締結件数【累計】 270件 317件 345件 

 市職員一人当たりの一月平均時間外勤務数 20.3時間 22.4時間 
15時間 

以内 

②  商工業及び農業等に従事する女性の経営への参画促進 

 
女性認定農業者数 

女性農業士数 

35人 

6人 

39人 

3人 

40人 

7人 

 第 3 次那須塩原市男女共同参画行動計画では、男女共同参画社会の形成状況を把握するために、施策の  

方向ごとに複数の指標を設定し、目標値を定めています。なお、現状値は令和 3 年度の実績となっています。

また、指標の前に〇がついている項目は、令和 3 年度に実施した市民意識調査の数値となっています。 

 令和 3 年度の時点で、36 の指標のうち 8 の指標について、令和 4 年度の目標値を達成しています。なお、

達成した 8 つの指標は、現状値欄の下線の数値でした。第 3 次計画の達成状況を踏まえ、引き続き、男女  

共同参画社会の実現に向けて取り組んでいきます。 
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第３章 計画の基本的な考え方  

 １ 基本理念                              

 「那須塩原市男女共同参画推進条例」第 3 条の掲げる次の基本理念を、本計画の基本理念とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）男女の人権の尊重 

 男女が個人としての尊厳が重んぜられること、男女が直接的であるか間接的であるかを問わず

性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されるこ

と、男女間における暴力が根絶されること、その他の男女の人権が尊重されること。 

 

（２）社会における制度又は慣行についての配慮 

 性別による固定的な役割分担意識や偏見等に基づく社会における制度又は慣行が、男女の社会

における活動の自由な選択に対して影響を及ぼさないよう配慮されること。 

（３）政策等の立案及び決定への共同参画 

 男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は民間の団体における方針の立案及び

決定に共同して参画する機会が確保されること。 

（４）家庭生活における活動と他の活動の両立 

 家族を構成する男女が、互いの協力と社会の支援の下に、家庭の重要性を認識して、子育て、

家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員として役割を円滑に果たし、かつ、

職場、学校、地域その他の家庭以外の社会生活における活動に対等に参画できるようにすること。 

 

（５）男女の生涯にわたる健康の確保 

 男女が、互いの身体的特徴及び性について理解を深め、かつ、尊重しあうことにより、生涯に

わたり健康な生活を営むことができるようにすること。 

（６）国際社会の動向を踏まえた取組 

 男女共同参画の推進に向けた取組は国際社会の取組と密接に関係していることから、国際社会

の動向を踏まえながら行うこと。 
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 ２ 基本目標                             

 本計画は、次の 3つの基本目標を設定し、男女共同参画社会の実現に取り組みます。 

 

 

Ⅰ 男女共同参画の意識づくりと環境整備 

 

 男女が性別による差別的扱いを受けず、自らが望む生き方を選択できる社会の実現を目指し、様々な

場面において男女共同参画意識の啓発を図り、性別における固定的役割分担意識、性差に関する偏見や

固定観念、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）の解消に努めます。 

 また、男女が、家庭生活における活動及び職業・地域活動その他の社会活動との両立を果たすことが

できる環境づくりと子育てや介護サービスの充実などの社会的支援に努めます。 

 

 

 

Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

 

 政治・経済、地域社会、教育などのあらゆる分野において、男女が性別に関わりなく個人としての  

能力を十分に発揮できる機会の確保を目指し、男女共同参画社会形成を担うリーダー等の人材を育成 

するとともに、政策等の立案や方針決定の場への女性の参画促進に努めます。 

 就業分野における女性の活躍推進のための環境整備、子育てや介護サービスの充実などの社会的支援

に努めます。 

 

 

 

Ⅲ 男女の人権尊重と暴力の根絶 

 

 男女がお互いの性を理解し尊重し合える人権意識の確立を目指し、性に関する正しい知識の普及を 

図るとともに、男女間のあらゆる暴力の根絶に努めます。 

 男女が生涯を通じて社会参画していくことのできる環境づくりを目指し、健康の保持増進を図ると 

ともに、高齢者、ひとり親家庭、障害者等に対する自立支援や生きがい対策に努めます。 

 また、貧困のほか、身体的・精神的な困難を複合的に抱えている男女に対し、関係機関の連携による

切れ目のない支援に努めます。 
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 ３ 計画が目指す男女共同参画社会のすがた                             

 本計画を推進することにより、次のような社会の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校では 

児童・生徒一人ひとりの人権が 

尊重され、性別にかかわりなく、  

自分の生き方を社会との関わりの

中で考えるような教育が進められ、 

進学や就職に際しては、個人の意思

と適性が尊重された進路選択が 

なされています。 

 

家庭では 

一人ひとりの人権が尊重され、

家族全員が協力しながら、家事・

子育て・介護などに積極的に関わ

り、喜びも責任も分かち合い、 

豊かで充実した家庭を築いてい

ます。 

 

地域では 

固定的な性別役割分担意識や無意識の

思い込み（アンコンシャス・バイアス）に

基づく慣行やしきたりが見直され、一人 

ひとりの考え方や人権が尊重され、自治

会・防災組織・PTA等地域に根ざした組織・

団体における様々な活動の企画や方針 

決定に参画し、豊かで済みやすい地域づく

りに貢献しています。 

 

職場では 

採用・配置・昇進・賃金などにおいて、

男女間格差が解消され、性別にかかわり 

なく一人ひとりの人権が尊重され、個性・

能力・意欲を十分に発揮しながら、ワーク・

ライフ・バランスの実現により、男女が 

共に働きやすい職場環境の中で、ゆとりと

充実感をもって生き生きと働いています。 
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 ４ 計画の体系                             

 本計画では、3つの「基本目標」と 10の「施策の方向」に基づき各種施策に取り組みます。 

   基本目標         施策の方向          施 策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本目標Ⅰ】 

男女共同参画の意識 

づくりと環境整備 

【基本目標Ⅱ】 

あらゆる分野における

男女共同参画の推進 

【基本目標Ⅲ】 

男女の人権尊重と暴力

の根絶 

施策の方向１ 

男女共同参画意識の醸成 

施策の方向２ 

ワーク・ライフ・バランス

の推進 

施策の方向３ 

子育てと教育の場における

男女共同参画の推進 

施策の方向１ 

地域活動における男女共同

参画の推進 

施策の方向２ 

政策・方針決定過程への女性

の参画推進 

施策の方向３ 

就労の場における女性の活躍

推進 

【女性の活躍推進計画】 

施策の方向１ 

人権意識の醸成 

施策の方向２ 

男女間のあらゆる暴力の根絶 

施策の方向３ 

困難を抱える男女への支援 

①男女共同参画の視点に基づく啓発の

推進 

①家庭生活におけるよりよいパートナ

ーシップの推進 

②子育てサービス・支援の充実 

③介護サービス・支援の充実 

①家庭における男女共同参画を推進す

る教育・学習の充実 

②学校における男女共同参画を推進す

る教育・学習の充実 

①男女の地域社会活動への参画の推進 

②防災やまちづくり等における男女共

同参画の推進 

①審議会等への男女共同参画の推進 

②男女共同参画を推進する人材の育成

と団体の支援 

①職場における男女共同参画の推進 

②女性の再就職に対する支援 

③商工業及び農業等に従事する女性の

経営への参画促進 

施策の方向４ 

生涯を通じた男女の生活環

境の整備 

①貧困家庭・ひとり親家庭・障害のあ

る人の生活環境の整備 

①男女の人権尊重に向けた意識啓発の

推進 

②性の尊重に対する意識啓発の推進 

①暴力の未然防止・再発防止のための

取組の推進 

②被害者の早期発見及び相談体制の充実 

③安全に配慮した支援体制の充実 

④被害者の自立に向けての支援の充実 

①生涯を通じた心と身体の健康支援 

②高齢期における生活環境の整備 

【計画の推進】 
１ 推進体制の充実（国や県、他市町、関係機関との連携） 

２ 計画の進行管理の強化（意識や実態の調査研究、情報の収集と提供） 
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第４章 施策の内容  

基本目標Ⅰ 男女共同参画の意識づくりと環境整備                              

 

 

 

 固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見については、時代とともに変わりつつあるものの、特

に男性に強く残っており、そのことが家事や育児、家族の介護等の家庭における役割の多くを事実上女

性が担っていることにつながっているとの指摘があります。このことから男性の家庭生活への参画を推

進するため、意識啓発や情報提供等を通して、男女共同参画への男性の理解促進と意識改革を目指しま

す。 

 

①男女共同参画の視点に基づく啓発の推進 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 担当課 

１ 
男女共同参画情報「みい

な」等による広報・啓発 

市民等に向けた情報紙を発行し、男女共同参画の

啓発・情報提供を行います。 
市民協働推進課 

２ 
男女共同参画フォーラム

等の開催 

市民が男女共同参画の理解を深め、一人ひとりの

男女共同参画意識の高揚を図ることを目的にフ

ォーラムやセミナーを開催します。 

市民協働推進課 

３ 
男女共同参画社会に関す

る市民意識調査 

男女共同参画社会の形成状況や市民意識の現状

を把握するため、2～3 年ごとに実施します。 
市民協働推進課 

４ 市職員研修 
男女共同参画についての認識を深めるため、職員

を対象に研修会を実施します。 

市民協働推進課 

総務課 

 

 

 

 共働きが増加し、個人の価値観や生き方が多様化している中で、これまでの長時間労働を前提とした

働き方や固定的な役割分担意識を見直す必要があります。 

 本市では、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を推進し、男女が互いの生き方を認め合

いながら、協力して家事、育児、介護などに取り組むことで、希望するライフスタイルを実現できるよ

う、子育てと介護サービスの充実や支援に取り組みます。 

 

①家庭生活におけるよりよいパートナーシップの推進 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 担当課 

５ 
家庭生活におけるワーク・

ライフ・バランスの啓発 

固定的役割分担にとらわれない積極的な家事へ

の参画を促し、男女が共に協力して、育児・家事・

介護の分担を行う「イクボス」としての意識醸成

を図ります。 

市民協働推進課 

施策の方向１ 男女共同参画意識の醸成 

施策の方向２ ワーク・ライフ・バランスの推進 
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６ 「家庭の日」の推進 

家族が一緒に過ごす時間を作るため、第３日曜日

の「家族の日」に合わせて交流事業を実施すると

ともに、PR 活動を強化するなど啓発活動を推進

し、家族の絆を深めるきっかけを作ります。 

生涯学習課 

 

②子育てサービス・支援の充実 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 担当課 

７ 
多様な保育ニーズに対応

した保育サービス 

多様な働き方や家族構成に対応した保育サービ

スの充実等、子育て支援に取り組みます。 
保育課 

８ 地域における子育て支援 
地域子育てサロンにおいて、子育て家庭への遊び

の場・交流の場の提供、相談・援助を行います。 
子育て相談課 

９ 子育て相談 

家庭児童相談室等において、来所相談・電話相談・

家庭訪問を行い、子育て家庭への育児支援を行い

ます。 

子育て相談課 

１０ 
ファミリーサポートセン

ター事業 

安心して子育てができる環境を整備するため、会

員相互の援助活動によって子育てを支援します。 
子育て支援課 

１１ 放課後児童対策 
就労等により昼間保護者がいない児童を、放課後

や長期休業期間に預かり健全な育成を図ります。 
子育て支援課 

 

③介護サービス・支援の充実 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 担当課 

１２ 介護保険制度の普及 

介護保険制度や各サービスへの理解を促すため、

制度のパンフレット等を用いて窓口での説明を

行うとともに、65 歳到達者へのパンフレット送

付や出前講座等により、制度の周知普及に努めま

す。 

高齢福祉課 

１３ 高齢者総合相談支援 

市内 8 箇所の地域包括支援センターが、地域に住

む高齢者等に関するさまざまな相談をすべて受

け止め、適切な機関・制度・サービスにつなぎ、

継続的にフォローするとともに、必要な支援を行

います。また、基幹型地域包括支援センター（市

営直営 1 箇所）が各センターの後方支援、総合調

整を行い、相談支援等の機能強化を図ります。 

高齢福祉課 

１４ サービス基盤の整備 

高齢者が住み慣れた地域や在宅で安心して暮ら

すことができるよう、施設及び居住系サービスの

基盤を整備します。 

高齢福祉課 
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 他人を思いやり尊重することのできる人権意識や多様な選択を可能にする男女平等意識は、家庭や学

校の中で幼少期から形成されることから、教育の果たす役割は大きいものがあります。 

 本市では、男女共同参画社会を実現するために、意識や考え方に大きな影響を与える家庭教育、幼児

教育や学校教育の場において、発達の段階に応じた教育を断続的に行っていきます。 

 また、教職員や保護者についても、男女平等教育を推進するための研修会等を積極的に実施します。 

 

①家庭における男女共同参画を推進する教育・学習の充実 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 担当課 

１５ 教育講演会の開催 
那須塩原市 PTA 連絡協議会と連携し、保護者を対

象として家庭教育に関する講演会を実施します。 
生涯学習課 

１６ 親学習プログラムの活用 
家庭教育について考える機会を提供するため、親

学習プログラムを活用します。 
生涯学習課 

１７ 
家庭教育オピニオンリー

ダーの育成 

家庭教育を支援するオピニオンリーダーを育成

するため、活動を支援します。 
生涯学習課 

 

②学校における男女共同参画を推進する教育・学習の充実 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 担当課 

１８ 
学校における人権教育の

充実 

児童生徒が人権に関して主体的に学ぶ機会を設

け、人権教育の充実を図ります。 

男女共同参画の視点に立った教育を推進し、児童

生徒が自分らしさを伸ばすことができる学びの

場を設定します。 

児童生徒の個性に合った生活指導・進路指導を積

極的に行います。 

障害のある児童生徒一人ひとりの教育ニーズに

応じた指導や支援を行います。 

各校の人権教育主任等の研修会参加及び各校に

おける人権教育に関する校内研修会の実施によ

り、教職員の資質向上を図ります。 

学校教育課 

１９ 多様な進路選択の指導 

性別に捉われない職業観の育成を図るとともに、

互いに人権を尊重し、能力を十分に発揮できるよ

うキャリア教育の充実を推進します。 

学校教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向３ 子育てと教育の場における男女共同参画の推進 
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基本目標Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進                              

 

 

 

 社会の活力を高めるためには、男女を問わず、様々な立場の意見を取り入れることが重要です。 

 本市では、身近な暮らしの場である地域の活動に性別や年代にかかわらず参画できる環境づくりを推

進するため、地域に学習や交流の機会を提供する市民活動センターを設置運営し、男女を問わず、あら

ゆる市民及び団体が、地域活動、市民活動に積極的に参加できる体制を整備します。 

 また地域活性化のため、コミュニティ設立と活動への支援、自主防災組織の結成や地域自主防犯活動

への支援に取り組みます。 

 

①男女の地域社会活動への参画の促進 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 担当課 

２０ 生涯学習情報の提供 

市民等へ向けて、生涯学習情報誌や案内の発行、

市ホームページへの掲載や冊子の発行により、情

報提供を行います。 

生涯学習課 

２１ 公民館事業 
生涯学習社会の充実に向けて、学級・講座の開催

等、地域の特性を生かした施策を展開します。 
生涯学習課 

２２ 
生涯学習出前講座 

（行政編）（市民編） 

行政編では職員等が市政に関する講座を提供し、

市民編では生涯学習ボランティアが学習提供し

ます。 

生涯学習課 

２３ 市民大学講座 
市民への学習活動の支援や多様な学習に関する

情報及び機会の提供を行います。 
生涯学習課 

 

②防災やまちづくり等における男女共同参画の推進 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 担当課 

２４ 
市民提案型協働のまちづ

くりへの支援 

魅力ある地域社会を実現するため、市民活動団体

が提案する公益性の高い活動へ補助金を交付し

ます。 

市民協働推進課 

２５ コミュニティ設立支援 
地域の活性化のため、コミュニティ未設置地区に

おけるコミュニティの新設等を支援します。 
市民協働推進課 

２６ 
市民活動センター及びセ

ンター利用者協議会の運

営 

市民活動に関する情報収集や相談業務、学習機会

を提供し、市民自らが参加する協働のまちづくり

を推進するため、市民活動センターを運営し、併

せて市民活動センター利用者協議会の運営を支

援します。 

市民協働推進課 

２７ 広聴事業の推進 

市民の意見を市政に反映させるため、効率的かつ

効果的に市民から広く意見を収集する取組を推

進します。 

企画政策課 

２８ 自主防災組織育成支援 
災害に強いまちづくりを推進するため、自治会を

単位とする自主防災組織の結成を支援します。 
危機管理室 

施策の方向１ 地域活動における男女共同参画の推進 
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２９ 地域自主防犯活動支援 
犯罪のないまちづくりを推進するため、防犯活動

を自主的に実践する地域団体を支援します。 
生活課 

３０ コミュニティ活動支援 

コミュニティによるまちづくり推進のため、コミ

ュニティへ活動補助金の交付や研修会等を行い

ます。 

市民協働推進課 

 

 

 

 男女共同参画社会の実現には、男女が社会の対等な構成員として、政治、経済、社会、文化などあら

ゆる分野の政策・方針決定過程へ女性が積極的に参画していくことが求められています。 

 本市では、男女共同参画の支援を踏まえ、審議会等において、性別に偏りのない参画が図られるよう

働きかけていくとともに、女性リーダーの育成と発掘に努め、地域等で活躍できる女性の育成を勧めま

す。 

 

①審議会等への男女共同参画の推進 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 担当課 

３１ 
審議会等の男女比率の改

善 

政策・方針決定過程への女性の参画を図るため、

審議会等の男女比率に偏りがないよう働き掛け

ます。 

市民協働推進課 

３２ 女性の人材登録 
各種審議会等の女性委員の登用を促進するため、

女性の人材登録及び活用を進めます。 
市民協働推進課 

３３ 
市女性職員の方針決定過

程への参画 

女性管理職としての人材育成のため、引き続き中

堅の女性職員を自治大学校の研修に派遣すると

ともに、若手の女性職員を国・県に研修員として

派遣します。 

総務課 

 

②男女共同参画を推進する人材の育成と団体の支援 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 担当課 

３４ リーダーの育成 

男女共同参画の支援に立ちながら活躍する人材

を育成するため、研修会等への参加を支援しま

す。 

市民協働推進課 

３５ 団体の育成・支援 
男女共同参画を推進する団体を育成し、活躍を支

援します。 
市民協働推進課 

 

 

 

 

 

 

施策の方向２ 政策・方針決定過程への女性の参画推進 
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 豊かで活力ある社会の実現を図るため、男女が共に働きやすい職場環境の整備やより一層の女性の職

業生活における活躍推進が求められています。 

 本市では、就労や労働環境、ワーク・ライフ・バランスに関する情報提供を積極的に行いながら、長

時間労働の是正や柔軟な勤務形態の導入等に向けた取組の推進に向けて、啓発を行います。 

 さらに女性への再就職のための情報提供や創業支援、農村女性の地位向上・経営参画のために女性認

定農業者や女性農業士の育成を目指すこと等で、働くことを希望する女性が、その希望に応じた働き方

を実現できる環境づくりに取り組みます。 

 

①職場における男女共同参画の推進 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 担当課 

３６ 
商工業等の分野における

男女共同参画の推進 

男女共同参画推進のため、商工業等の分野におい

て、女性の参画を推進します。 

労働に関する法律・制度や、関係機関の労働相談

などの情報提供を行います。 

商工会・金融機関と連携し、創業希望者を支援し

ます。 

商工観光課 

３７ 
農業・農村男女共同参画の

推進 

農村女性の地位向上・経営参画のため、女性認定

農業者や女性農業士の育成に努めます。 
農務畜産課 

３８ 家族経営協定締結の推進 

性別・世代を問わず対等な立場で話し合い、豊か

な農業経営と生活設計を目指す家族経営協定の

締結を推進します。 

農業委員会 

３９ 
各種ハラスメント防止の

ための啓発 

各種ハラスメント（セクハラ、パワハラ、マタハ

ラ、モラハラ等）の防止など、男女とも働きやす

い職場環境の整備に向けて、啓発を行います。 

市民協働推進課 

４０ 
各種ハラスメント防止の

ための啓発 

各種ハラスメント防止のため、パンフレットの設

置やポスターを掲示、市広報誌やホームページ掲

載により、啓発を行います。 

商工観光課 

４１ 
市職員へのワーク・ライ

フ・バランスの啓発 

市職員へのワーク・ライフ・バランス啓発のため、

研修を実施します。 
市民協働推進課 

４２ 
職場におけるワーク・ライ

フ・バランスの啓発 

職場におけるワーク・ライフ・バランス啓発のた

め、パンフレットの設置やポスターを掲示しま

す。 

商工観光課 

４３ 
市役所におけるワーク・ラ

イフ・バランスの推進 

市職員が仕事と家庭生活との両立ができるよう

職場全体で支援する環境整備を推進します。 
総務課 

４４ 
市役所におけるカムバッ

ク制度の運用 

性別を問わず育児又は介護の理由により退職せ

ざるを得なかった職員の再採用を可能とする制

度（カムバック制度）を運用します。 

総務課 

 

②女性の再就職に対する支援 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 担当課 

４５ 
女性の再就職支援に関す

る情報提供 

ハローワーク大田原が実施しているマザーズコ

ーナー等の実施事業に関する情報提供を行うこ

とで、子育て女性への再就職を支援します。 

商工観光課 

施策の方向３ 就労の場における女性の活躍推進 
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③商工業及び農業等に従事する女性の経営への参画促進 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 担当課 

再掲 
商工業等の分野における

男女共同参画の推進 

男女共同参画推進のため、商工業等の分野におい

て、女性の参画を推進します。 
商工観光課 

再掲 
農業・農村男女共同参画の

推進 

農村女性の地位向上・経営参画のため、女性認定

農業者や女性農業士の育成に努めます。 
農務畜産課 

再掲 家族経営協定締結の推進 

性別・世代を問わず対等な立場で話し合い、豊か

な農業経営と生活設計を目指す家族経営協定の

締結を推進します。 

農業委員会 

 

 

 

 男女が、生涯にわたり健康で生き生きと自らの個性や能力を発揮していくためには、健康を保持し、

いつまでも社会と関わりながら自分らしく生きていくことが重要です。 

 本市では、心と身体の健康を保持増進し、生涯を通じて社会参画していけるよう、それぞれのライフ

ステージに応じて、スポーツやレクリエーションなどを通じた健康や体力づくりへの支援を行うととも

に、高齢者の介護予防及び生きがい対策の充実を図ります。 

 

①生涯を通じた心と身体の健康支援 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 担当課 

４６ 自殺防止対策 

カウンセリング事業、セルフチェックシステム、

人材育成事業を通じて、自殺の予防を推進しま

す。 

社会福祉課 

４７ がん検診の推進 

20 歳以上の女性及び 40 歳以上の男性に対し、が

ん検診等を実施し、がんの早期発見・早期治療に

より壮年期死亡の減少を図ります。 

さらに、女性特有のがん検診及び精密検査の重要

性について、普及・啓発を図ります。 

健康増進課 

４８ 生活習慣病の予防 

特定健康診査、特定保健指導、健康相談等を実施

し、市民が自らが生活習慣を振り返り、生活習慣

病の発症予防と重症化予防に取り組めるよう支

援します。 

性差に応じた健康を保持するため、骨粗しょう症

検査の重要性について、普及・啓発を図ります。 

喫煙や飲酒について、正しい知識の普及・啓発を

図ります。 

健康増進課 

４９ 
妊娠・出産期における女性

の健康支援 

不妊・不育治療の支援並びに妊産婦の健康診査及

び相談を実施することにより、身体的、精神的及

び経済的にも安全安心な妊娠や出産が可能とな

るよう取り組みます。 

子育て相談課 

５０ 母性父性育成支援 

訪問指導等、子どもを持つ親が健全な母性や父性

を育み、地域のなかで安心して育児ができるよう

支援します。 

子育て相談課 

施策の方向４ 生涯を通じた男女の生活環境の整備 
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５１ 乳幼児健康診査・相談 

乳幼児を対象に、健康診査・相談事業を実施する

ことで、子どもの健やかな成長・発達を支援しま

す。 

子育て相談課 

５２ 文化の振興 

地域に根差した文化活動の推進・文化団体の育成

支援と人材育成、特色ある文化づくりを推進しま

す。 

生涯学習課 

５３ 生涯スポーツの普及 

年齢や生涯の有無にかかわらず、誰もがそれぞれ

のライフステージに応じてスポーツ・レクリエー

ションに親しむ環境づくりを推進します。 

スポーツ振興課 

 

②高齢期における生活環境の整備 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 担当課 

５４ 介護予防 

高齢者が地域で可能な限り自立した生活を送れ

るよう、「住民運営の通いの場」の活動を支援し

ます。 

高齢福祉課 

５５ 生きがいづくり 

健康を保持し生きがいのある老後を構築すると

ともに、仲間づくりを目的として事業を実施しま

す。 

生涯学習課 
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基本目標Ⅲ 男女の人権尊重と暴力の根絶                              

 

 

 

 男女共同参画社会を実現するためには、男女が互いの身体的性差を理解し合い、個人としての人権が

尊重されることが重要です。 

 本市では、差別や偏見のない社会を実現するため、性同一障害等についての理解を深めるための啓発

を行います。 

 また、豊かな母性と父性を育むための健康教育の実施や発達の段階に応じた性に関する正しい知識に

ついての教育を行うため、学校と関係機関との更なる連携強化を図ります。 

 

①男女の人権尊重に向けた意識啓発の推進 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 担当課 

５６ 小学生への人権啓発 
小学校就学児童への人権啓発のため、「人権の花

運動」を実施します。 
市民協働推進課 

５７ 人権相談 

偏見や差別をなくすことと、差別や人権侵害の予

防・早期解決を目的とし、人権相談窓口を定期的

に開設します。 

市民協働推進課 

 

②性の尊重に対する意識啓発の推進 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 担当課 

５８ 
セクシュアル・ハラスメン

ト防止のための啓発 

国が作成したチラシ等を活用し、セクシュアル・

ハラスメント防止のための啓発に努めます。 
市民協働推進課 

５９ 
性的指向や性同一性障害

に関する啓発・情報の提供 

性的指向や性同一性障害への理解を深めるため

の啓発に努めます。 

また、誰もが自分らしく生きることのできる社会

の実現に向けて、「なすしおばらパートナーシッ

プ宣誓制度」を実施します。 

市民協働推進課 

６０ 相談機関の周知 
DV 被害者の早期発見を目的に相談機関等の周知

に努めます。 
市民協働推進課 

６１ 思春期保健指導 

豊かな母性や父性を育むため、思春期にある中・

高校生を対象とした性に関する指導等を実施し

ます。 

子育て相談課 

６２ 
メディア・リテラシーの向

上 

情報モラルの重要性を認識させるとともに、子ど

もの道徳性を向上させるため、メディア・リテラ

シーの正しい活用について推進を図ります。 

学校教育課 

６３ 有害環境の浄化 

青少年の非行防止及び健全育成のため、立入調査

や市内巡回指導、白ポストによる有害図書の回収

を実施します。 

生涯学習課 

 

 

施策の方向１ 人権意識の醸成 
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 DVは、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、絶対に許されるものではありません。また、対

策の推進に当たっては、市民の正しい理解を促し認識を深めるとともに、DV被害者の安全と人権を最大

限に尊重する必要があります。 

 本市では、「第 2 次那須塩原市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画」に基

づき、配偶者等からの暴力防止、被害者の安全確保及び自立支援等の施策を総合的かつ一体的に取り組

みます。 

 

①暴力の未然防止・再発防止のための取組の推進 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 担当課 

６４ DV 防止のための啓発 

DV には多様な暴力の種類があり、重大な人権侵

害であることを認識させ、DV 防止の啓発に努め

ます。 

市民協働推進課 

６５ 
中・高校生に対する DV 防

止のための啓発 

デート DV とはどのような行為なのかを中・高校

生に認識してもらい、DV 防止の啓発に努めます。 
市民協働推進課 

 

②被害者の早期発見及び相談体制の充実 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 担当課 

６６ 
民生委員・児童委員など地

域で活動している人たち

との連携 

DV 窓口を民生委員・児童委員など地域で活動し

ている人たちをはじめ、広く市民に周知し、被害

者の早期発見に努めます。 

子育て相談課 

６７ DV に関する相談支援 
DV など様々な問題を抱え悩んでいる女性のた

め、相談員を配置し、支援します。 
子育て相談課 

６８ DV に関する相談支援 

養護者による高齢者虐待の防止及び保護のため、

高齢者及び養護者に対して、相談・指導を行いま

す。 

高齢福祉課 

 

③安全に配慮した支援体制の充実 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 担当課 

６９ 
DV 被害等の緊急一時避難

支援 

DV が社会問題として顕著化する中で、多様化・複

雑化してきたため、様々なケースに対応できるよ

う支援を強化します。 

子育て相談課 

７０ 
DV 被害者の支援者安全確

保 
DV 被害者を支援する者の安全対策を図ります。 子育て相談課 

 

 

 

 

 

 

施策の方向２ 男女間のあらゆる暴力の根絶 
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④被害者の自立に向けての支援の充実 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 担当課 

７１ 
DV 被害者の自立支援体制

の充実 

保護命令を受けた父又は母に対し、児童扶養手当

の給付及び保険診療自己負担分の医療費を助成

します。 

子育て支援課 

７２ 
DV 被害者の自立支援体制

の充実 

保護命令を受けた被害者及び一時保護を受けた

被害者の市営住宅の入居に配慮します。 
都市整備課 

７３ 
DV 被害者の自立支援体制

の充実 

DV 被害者に対し、関係機関と連携し、自立に向け

た支援を行います。 
子育て相談課 

 

 

 

 貧困や高齢・障害など困難を抱える男女に対し、国や栃木県との連携の下、経済的な自立支援、各種

サービスの充実などにより、安心して生活ができるよう支援に努めます。 

 

①貧困家庭・ひとり親家庭・障害のある人の生活環境の整備 

事業 

番号 
事業名 事業の内容 担当課 

７４ 
生活困窮者に対する相談

体制の充実 

社会福祉課と社会福祉協議会に福祉総合相談窓

口を設置し、生活保護に至る前の生活困窮世帯を

対象に、自立相談、家計相談を実施します。 

社会福祉課（社会

福祉協議会） 

７５ 
生活困窮者等の子どもに

対する学習支援の実施 

生活保護、準要保護世帯の児童生徒を対象に、市

内公民館で学習支援事業を実施します。 
社会福祉課 

７６ ひとり親家庭の自立支援 
ひとり親家庭の父又は母を対象とした自立支援

給付金事業を実施します。 
子育て相談課 

７７ ひとり親家庭の自立支援 
ひとり親家庭に対し、児童扶養手当の給付及び保

険診療自己負担分の医療費を助成します。 
子育て支援課 

７８ 障害者の地域生活支援 

障害のある人が地域において、その心身状態や意

思に応じて自立した社会生活を営むことができ

るよう支援します。 

社会福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向３ 困難を抱える男女への支援 
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第５章 計画の推進  

１ 推進体制の充実                            

 本計画に関する施策を着実に推進するため、次のとおり取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の進行管理の強化                              

 本計画の確実な実行のため、次のとおり定期的な状況把握を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画推進本部 

男女共同参画に関する施策を総合的に推進するため、庁内の

横断的組織である「男女共同参画推進本部」を中心に、庁内  

関係部局が連携を図りながら、全庁を挙げて本計画の推進に 

取り組みます。 

男女共同参画審議会 
市長の諮問機関である男女共同参画審議会に対し、行動計画

の策定又は変更、施策の実施状況や重要事項について、必要に

応じて意見や提言を求めます。 

関係機関、団体等との連携 
本計画の推進のため、国、栃木県、近隣市町、事業者、民間  

団体等との連携強化を進め、協力して課題解決に取り組みます。 

進行管理と公表 
本計画の進捗状況を確認するため、毎年、男女共同参画の推進に関する

施策の実施状況について、点検評価し、これを公表します。 

計画の見直し 
社会情勢の変化や各種施策の実施状況や効果を踏まえ、必要に応じ見直

しを行います。 

調査研究等 
男女共同参画に関する意識調査を定期的に実施し、男女共同参画社会の

形成状況を調査研究していきます。 

情報収集と提供 
国、栃木県、企業等の情報を収集し、男女共同参画広報紙等で市民に  

提供します。 
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３ 計画が目指す目標値                          

 計画に基づく施策を計画的かつ効果的に実施するため、3 つの基本目標について、目標値を設定し、

毎年度の取組の効果を検証します。目標設定指標の項目は、計画の着実な推進と実効性のあるフォロー

アップを行う観点から、点検・評価が必要なものとしました。 

 

目 標 設 定 指 標 
基準値 

(R3 年度) 

目標値 

(R9 年度) 
担当課 

基

本

目

標

Ⅰ 

 

男

女

共

同

参

画

の

意

識

づ

く

り

と

環

境

整

備 

施策の方向１ 男女共同参画意識の醸成 

① 男女共同参画の視点に基づく啓発の推進 

〇 
男は仕事、女は家庭といった性別による役割を

固定する考えを持つ人の割合 
3.3％ 

1.0％ 

（以下） 
市民協働推進課 

〇 男女共同参画情報「みいな」の認知度 34.4％ 40.0％ 市民協働推進課 

施策の方向２ ワーク・ライフ・バランスの推進 

① 家庭生活におけるよりよいパートナーシップの推進 

〇 
家庭生活において男女の地位が平等になって

いると感じる人の割合 
26.9％ 39.0％ 市民協働推進課 

〇 
ワーク・ライフ・バランスの内容を知っている

人の割合 
35.0％ 44.0％ 市民協働推進課 

６ 
「家庭の日」推進のため行う『子どもフェスタ』

の来場者数 
未実施 500 人 生涯学習課 

② 子育てサービス・支援の充実 

７ 
特別保育事業（延長、病児・病後保育、休日、

一時）の実施施設数 
38箇所 38箇所 保育課 

８ 出張サロン開設箇所数 5箇所 7箇所 子育て相談課 

10 ファミリーサポートセンター サポート率 100％ 100％ 子育て支援課 

11 児童クラブの待機児童数 0人 0人 子育て支援課 

③ 介護サービス・支援の充実 

13 地域包括支援センター相談件数 19,962件 20,000 件 高齢福祉課 

 

 目標設定指標欄の番号は、「第４章 施策の内容」に記載されている『事業番号』です。 

 〇がついている項目は、市民意識調査からの目標設定指標です。 
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目 標 設 定 指 標 
基準値 

(R3 年度) 

目標値 

(R9 年度) 
担当課 

 

施策の方向３ 子育てと教育の場における男女共同参画の推進 

① 家庭における男女共同参画を推進する教育・学習の充実 

15 
教育講演会等の家庭教育力向上に係る事業へ

の参加者数 
467名 650 名 生涯学習課 

16 親学習プログラム活用事業の実施回数 16回 16 回 生涯学習課 

17 家庭教育オピニオンリーダー会員数 37人 43 人 生涯学習課 

② 学校における男女共同参画を推進する教育・学習の充実 

〇 
学校における男女の地位が平等になっている

と感じる割合 
63.5％ 71.0％ 市民協働推進課 

18 

とちぎっ子学習状況調査における質問項目「誰

に対しても、思いやりの心をもって接してい

る」に対する肯定率 

90.1％ 100％ 学校教育課 

 

 目標設定指標欄の番号は、「第４章 施策の内容」に記載されている『事業番号』です。 

 〇がついている項目は、市民意識調査からの目標設定指標です。 
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目 標 設 定 指 標 
基準値 

(R3 年度) 

目標値 

(R9 年度) 
担当課 

基

本

目

標

Ⅱ 

 

あ

ら

ゆ

る

分

野

に

お

け

る

男

女

共

同

参

画

の

推

進 

施策の方向１ 地域活動における男女共同参画の推進 

① 男女の地域社会活動への参画の促進 

〇 地域・社会活動に参加していない人の割合 42.0％ 
36.0％ 

（以下） 
市民協働推進課 

22 
生涯学習出前講座利用件数（行政編） 

     〃      （市民編） 

27件 

3件 

30 件 

5件 
生涯学習課 

23 市民大学講座受講者数【延べ】 262人 1,000人 生涯学習課 

② 防災やまちづくり等における男女共同参画の推進 

24 
市民提案型協働のまちづくり支援事業による

各年度の支援団体数 
3団体 8団体 市民協働推進課 

25 コミュニティ未設置地区 4地区 2地区 市民協働推進課 

28 自主防災組織の世帯カバー率 81.6％ 95.0％ 危機管理室 

29 自主防犯団体補助件数【累計】 3件 5件 生活課 

30 コミュニティ運営費補助金交付団体の割合 75.0％ 100％ 市民協働推進課 

施策の方向２ 政策・方針決定過程への女性の参画推進 

① 審議会等への男女共同参画の推進 

31 審議会等における女性委員の割合 31.6％ 37.0％ 市民協働推進課 

33 
管理職（課長補佐級以上）に占める女性職員の

割合 
24.3％ 

30.0％ 

（以上） 
総務課 

施策の方向３ 就労の場における女性の活躍推進 

① 職場における男女共同参画の推進 

〇 
職場において男女の地位が平等になっている

と感じる人の割合 
28.7％ 35.0％ 市民協働推進課 

36 創業支援塾における女性受講者の割合 30.6％ 33.0％ 商工観光課 

38 家族経営協定締結件数の割合 16.1％ 20.0％ 農業委員会 

43 

配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の

取得割合 

 配偶者出産休暇 

 育児参加のための休暇 

 

 

66.7％ 

46.7％ 

 

 

100％ 

100％ 

総務課 

目標設定指標欄の番号は、「第４章 施策の内容」に記載されている『事業番号』です。 
 〇がついている項目は、市民意識調査からの目標設定指標です。 
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目 標 設 定 指 標 
基準値 

(R3 年度) 

目標値 

(R9 年度) 
担当課 

基

本

目

標Ⅱ
 

あ

ら

ゆ

る

分

野

に

お

け

る

男

女

共

同

参

画

の

推

進

 

② 女性の再就職に対する支援 

45 マザーズコーナー相談件数（市民） 405件 540 件 商工観光課 

③ 商工業及び農業等に従事する女性の経営への参画促進 

37 
女性認定農業者数 

女性農業士数 

40人 

3人 

45 人 

4人 
農務畜産課 

施策の方向４ 生涯を通じた男女の生活環境の整備 

① 生涯を通じた心と身体の健康支援 

47 大腸がん検診受診率 30.0％ 50.0％ 健康増進課 

48 

特定健康診査の受診率・特定保健指導の実施率

（国保加入者） 

 特定健康診査 

 特定保健指導 

 

 

40.1％ 

21.6％ 

 

 

48.0％ 

27.0％ 

健康増進課 

49 
妊娠中から出産にかけて安心して過ごせた妊

婦の割合（4 か月児健康診査時） 
85.0％ 89.0％ 子育て相談課 

50 
お父さんの育児参加について「よくやってい

る」と思う母親の割合（1 歳 6 か月児健康診査） 
66.7％ 68.0％ 子育て相談課 

51 
育てにくさを感じた時の相談先や解決方法を

知っている（3 歳児健康診査） 
87.3％ 88.5％ 子育て相談課 

52 文化振興事業観覧者数 6,333人 26,750 人 生涯学習課 

② 高齢期における生活環境の整備 

54 介護予防のための「住民運営の通いの場」の数 46箇所 65箇所 高齢福祉課 

 

 目標設定指標欄の番号は、「第４章 施策の内容」に記載されている『事業番号』です。 

 〇がついている項目は、市民意識調査からの目標設定指標です。 
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目 標 設 定 指 標 
基準値 

(R3 年度) 

目標値 

(R9 年度) 
担当課 

基 

本

目

標

Ⅲ 

 

男

女

の

人

権

尊

重

と

暴

力

の

根

絶 

施策の方向１ 人権意識の醸成 

① 男女の人権尊重に向けた意識啓発の推進 

〇 
社会全体の中で男女の地位が平等になってい

ると感じる人の割合 
14.9％ 24.0％ 市民協働推進課 

② 性の尊重に対する意識啓発の推進 

〇 
暴力について「どこ（誰）に相談してよいのか

分からない」と答えた人の割合 
24.0％ 

18.0％ 

（以下） 
市民協働推進課 

61 
思春期保健事業（性に関する指導等）の実施 

中学校数 

10校 

（全校） 

10 校 

（全校） 
子育て相談課 

63 少年指導員による「愛の声かけ」人数 1,222人 1,500人 生涯学習課 

施策の方向２ 男女間のあらゆる暴力の根絶 

① 暴力の未然防止・再発防止のための取組の推進 

〇 
夫婦間における「平手で打つ」を暴力として 

認識する人の割合 
75.0％ 88.0％ 市民協働推進課 

② 被害者の早期発見及び相談体制の充実 

67 ＤＶ相談件数 51件 80 件 子育て相談課 

④ 被害者の自立に向けての支援の充実 

71 ＤＶ被害者の自立支援を行う婦人相談員数 3人 3人 子育て相談課 

施策の方向３ 困難を抱える男女への支援 

① 貧困家庭・ひとり親家庭・障害のある人の生活環境の整備 

76 
ひとり親家庭の自立支援のための高等職業訓

練促進給付金の新規申請者数 
1人 3人 子育て相談課 

78 
障害のある人の地域生活支援のための介護給

付サービス利用者の割合 
13.0％ 14.0％ 社会福祉課 

 

 目標設定指標欄の番号は、「第４章 施策の内容」に記載されている『事業番号』です。 

 〇がついている項目は、市民意識調査からの目標設定指標です。 
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 用語解説（五十音順）                         

五十音 用  語 解     説 

い イクボス 
 部下や同僚の育児・介護等に配慮・理解のある上司のこと。「イク（育児）」と「ボ
ス（上司）」を組み合わせた造語です。 

え Ｍ字カーブ 

日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30 歳代を谷とし、20
歳代後半と 40 歳代後半が山になるアルファベットのＭのような形になることを
いいます。これは、結婚や出産を機に労働市場から退出し、子育てが一段落すると
再び労働市場に参入する女性が多いということが考えられます。 

お 
親学習プログ

ラム 

子どもへの理解や接し方、親子のコミュニケーション等、子育てに必要な知識や
スキルについて、保護者同士が身近なエピソードやワークを通して話し合いなが
ら主体的に学ぶ、参加型の学習プログラムのこと。 

か 家族経営協定 
意欲とやりがいを持って経営に参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営方

針や役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境などについて、家族間の十分な話
し合いに基づき取り決める協定のこと。 

か 
家庭教育オピニ

オンリーダー 

家庭教育の指導者として、栃木県教育委員会主催の研修を受講し、地域での子育
て支援活動を行っている方をいいます。市内では黒磯地区「たんぽぽの会」、西那
須野地区「よもぎの会」、塩原地区「四季の会」の３つの団体が活動しています。 

か 家庭の日 
青少年の健全な育成において、家庭の果たす役割は重要であるため、栃木県では

毎月第 3 日曜日を「家庭の日」と定め、家庭の教育力の向上を目指しています。 

き キャリア教育 

一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てる
ことを通して、キャリア発達※を促す教育のこと。 
※キャリア発達 社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を

実現していく過程のこと。 

し 
市民活動セン

ター 

市民活動（市民の自主的かつ営利を目的としない社会に貢献する活動）をサポー
トする施設。 
市民活動団体が自由に会合や作業に利用できる場として、また、市民活動に関す

る情報収集・提供や相談業務、学習機会の提供、各種団体の連携事業の企画立案な
どを行う拠点として運営しています。 

し 女性農業士 
模範的な農業経営を実践し、農村社会における男女共同参画や農村地域の活性

化等を行う女性農業者で、県が認定しています。 

し 

女性の職業生活

における活躍の

推進に関する法

律（女性活躍推

進法） 

女性が、職業生活において、その希望に応じて、十分に能力を発揮し、活躍でき
る環境を整備するため制定された法律。 
女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の

職業選択に資する情報の公表が事業主（国や地方公共団体、常時雇用される労働者
の数が 101 人以上の民間企業等）に義務付けられました。 

せ 性的指向 
人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念をいいます。具体的に

は、恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向
かう両性愛などを指します。 

せ 性同一性障害 
性同一性障害（性別違和）は、生物学的性別（からだの性別）と、心理的性別（心

の性）が一致しない状態のことを指します。 
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五十音 用  語 解     説 

せ 

性別に基づく固

定的な役割分担

意識 

（固定的な性別

役割分担意識） 

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにも
かかわらず、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分けることをい
います。「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等は固
定的な考え方により、男性・女性の役割を決めている例です。 

せ 

セクシュアル・

ハラスメント、

セクハラ 

相手の意に反した性的な言動により相手に不快を与える性的嫌がらせ行為のこ
と。職場においては、性的言動に対する労働者の対応により、当該労働者がその労
働条件において不利益を受けるものや就業環境が害されるものなどがあります。 

た 第一次産業 農業、林業、漁業 

た 第二次産業 鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業 

た 第三次産業 

電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、
金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊
業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福
祉、複合サービス業、サービス業（他に分類されないもの）、公務（他に分類され
るものを除く）、分類不能の産業 

た 待機児童 
保育が必要である児童にもかかわらず、保育所や認定こども園等を利用できな

い状態にある児童のこと。 

た ダイバーシティ 
直訳すると多様性を意味します。集団において年齢、性別、障害の有無、国籍、

文化的背景、宗教、性的指向・性自認などさまざまな属性の人が集まった状態のこ
とをいいます。 

た 
男女共同参画

社会 

「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野
における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社
会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」のこ
と。 

ち 
地域包括支援

センター 

保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員を配置し、相互に連携しながら、地域
高齢者の保健・福祉・医療の向上のための総合的な支援をする機関のこと。 

て デートＤＶ 
恋人や交際相手などの親密な関係にある者（配偶者等を除く）の一方から他方に

対してふるわれる身体的、精神的、経済的及び性的暴力のこと。 

て テレワーク 
情報通信技術（ICT）を活用した、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方

のこと。 

と 

ドメスティッ

ク・バイオレン

ス（ＤＶ） 

一般的に配偶者や交際相手など親密な関係にある又はあった者からの暴力をい
います。広義では女性や子ども、高齢者や障害のある人など家庭内の弱者への家庭
内暴力を指します。暴力には、身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力、
社会的暴力など様々な形があります。家庭内で起こるため、外部からの発見が難し
く、被害が深刻化しやすい傾向があります。 

に 認定農業者 
農業経営基盤強化促進法に基づき、自らの経営を改善するために「農業経営改善

計画」を作成・申請し、市町村から認定を受けた農業経営者のこと。認定されると、
国や県、市町村等からさまざまな支援を受けることができます。 
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五十音 用  語 解     説 

は 

パワー・ハラス

メント、パワハ

ラ 

「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性
を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境
を悪化させる行為」と定義されており、主に職場のいじめ・いやがらせとして使用
されます。また、上司から部下に行われるものだけではなく、先輩・後輩間、さら
には部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれます。 

ふ 

ファミリーサ

ポートセンタ

ー 

病児・病後児の預かりや緊急時の預かりなどで子育てをサポートしてほしい人
と子育てをサポートできる人が、会員登録をしてお互いに助け合う会員組織のこ
と。 

ほ 

放課後児童ク

ラブ（学童保

育） 

仕事や病気、出産等により、昼間保護者のいない小学校の子どもたちが、放課後
や長期休業日に、健全に充実した生活を送ることができる場を提供する事業のこ
と。 

ほ 保護命令 
ＤＶ加害者から身体などへの暴力を受けた被害者が加害者による更なる暴力に

よって身体や生命に重大な被害を受ける恐れが大きいときに、裁判所が被害者か
らの申立てにより、被害者に近寄らないよう加害者に対し発する命令のこと。 

ま 

マタニティ・ハ

ラスメント、マ

タハラ 

妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したことに関して、上司や
同僚が就業環境を害する言動のこと。 
妊娠・出産、育児休業等を理由として、解雇、減給、降格、不利益な配置転換な

どの不利益な取り扱いを受けることも含めた意味でつかわれる場合もあります。 

み 
民生委員・児童

委員 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の
立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であ
り、児童委員を兼ねています。 
 児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを
見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。また、
一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を
受けています。 

む 

無意識の思い込

み（アンコンシ

ャス・バイアス） 

自分自身は気づいていない「ものの見方やとらえ方のゆがみや偏り」をいいま
す。自分自身では意識しづらく、ゆがみや偏りがあるとは認識していないため、「無
意識の偏見」と表現されることもあります。 

め 
メディア・リテ

ラシー 

メディアを主体的に読み解く能力、メディアにアクセスし活用する能力、メディ
アを通じコミュニケーションする能力の３つを構成要素とする複合的な能力のこ
と。 

ら ライフスタイル 生活の様式や営み方。また、人生観・価値観・習慣などを含めた個人の生き方。 

ら ライフステージ 
人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などのそれぞれの

段階のこと。家族については新婚期・育児期・教育期・子独立期・老夫婦期などに
分けられます。 

ろ 労働力率 15 歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合。 

わ 
ワーク・ライ

フ・バランス 

仕事と生活の調和。一人一人がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責
任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といっ
た人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる状態のこと。 
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≪附属資料≫ 

１ 第４次那須塩原市男女共同参画行動計画策定経過             

日 付 内 容 

令和 3 年 8 月 10 日～ 

 8 月 31 日  

男女共同参画社会に関する意識調査 

⑴調査地域 市内全域 

⑵調査対象 20 歳以上の男女 

⑶標本数  2,000 人 

⑷抽出方法 住民基本台帳に基づき性別・年代別・地区別無作為抽出 

⑸調査方法 郵送配布・郵送回収及びインターネット回答 

（礼状兼督促状 1 回送付） 

⑹回収結果 有効回答数 808 件（回収率 40.4％） 

令和 4 年 3 月 24 日 
那須塩原市男女共同参画推進本部幹事会（書面開催） 

・男女共同参画社会に関する市民意識調査の結果について 

令和 4 年 3 月 24 日 
那須塩原市男女共同参画推進本部会議（書面開催） 

・男女共同参画社会に関する市民意識調査の結果について 

令和 4 年 3 月 25 日 

那須塩原市男女共同参画審議会（書面開催） 

・第 4 次那須塩原市男女共同参画行動計画の策定について（諮問） 

・男女共同参画社会に関する市民意識調査の結果について 

令和 4 年 6 月 9 日 
那須塩原市男女共同参画推進本部策定部会 

・第 4 次那須塩原市男女共同参画行動計画の策定について 

令和 4 年 6 月 22 日 
那須塩原市男女共同参画推進本部幹事会（書面開催） 

・第 4 次那須塩原市男女共同参画行動計画の策定について 

令和 4 年 6 月 22 日 
那須塩原市男女共同参画推進本部会議（書面開催） 

・第 4 次那須塩原市男女共同参画行動計画の策定について 

令和 4 年 7 月 13 日 
那須塩原市男女共同参画審議会 

・第 4 次那須塩原市男女共同参画行動計画の策定について 

令和 4 年 8 月 29 日 
那須塩原市男女共同参画推進本部策定部会 

・第 4 次那須塩原市男女共同参画行動計画の素案について 

令和 4 年 9 月 1 日 
那須塩原市男女共同参画推進本部幹事会 

・第 4 次那須塩原市男女共同参画行動計画の素案について 

令和 4 年 9 月 21 日 
那須塩原市男女共同参画推進本部会議 

・第 4 次那須塩原市男女共同参画行動計画の素案について 

令和 4 年 10 月 12 日 
那須塩原市男女参画審議会 

・第 4 次那須塩原市男女共同参画行動計画の素案について 

令和 4 年 11 月 24 日～ 

12 月 22 日  
パブリックコメント実施 

令和 5 年 2 月 8 日 
那須塩原市男女共同参画審議会（書面開催） 

・第 4 次那須塩原市男女共同参画行動計画（案）について 

令和 5 年 3 月 1 日 第 4 次那須塩原市男女共同参画行動計画答申書手交式（答申） 

 

 

 

 



47 

２ 男女共同参画社会基本法                        

（平成 11 年 7 月 16 日法律第 78 号） 

 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基 

本的施策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八 

条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下

の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組

が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進め

られてきたが、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我

が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、

男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合

い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮

することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課

題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現

を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位

置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくこと

が重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念

を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地

方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関す

る取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を

制定する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社

会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会

を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社

会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公

共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本とな

る事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成

を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な

構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる

分野における活動に参画する機会が確保され、もっ

て男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的

利益を享受することができ、かつ、共に責任を担う

べき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男

女間の格差を改善するため必要な範囲内において、

男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提

供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人として 

 の尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的

取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮

する機会が確保されることその他の男女の人権が尊

重されることを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会に

おける制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担

等を反映して、男女の社会における活動の選択に対し

て中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画

社会の形成を阻害する要因となるおそれがあること

にかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会

における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り

中立なものとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対

等な構成員として、国若しくは地方公共団体における

政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に

共同して参画する機会が確保されることを旨として、

行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男

女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家

族の介護その他の家庭生活における活動について家

族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活

動以外の活動を行うことができるようにすることを旨

として、行われなければならない。 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会に

おける取組と密接な関係を有していることにかんが

み、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行

われなければならない。 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参

画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」

という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）

を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共

同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施

策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応

じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会

のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女

共同参画社会の形成に寄与するように努めなければ

ならない。 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の

措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の

形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策についての報告を提出しなけれ 
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ばならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会

の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文

書を作成し、これを国会に提出しなければならない。 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関す 

る基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女

共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以

下「男女共同参画基本計画」という。）を定めなければ

ならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について

定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴い

て、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定

を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があ

ったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表

しなければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更につ

いて準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案し

て、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以

下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めなけ

ればならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項につ

いて定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講

ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域におけ

る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女

共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策につい

ての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」

という。）を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画

又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の

形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び

実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配

慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じ

て、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な

措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成

に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の

処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱

いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因

によって人権が侵害された場合における被害者の救

済を図るために必要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同

参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その

他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

策定に必要な調査研究を推進するように努めるもの

とする。 

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調

の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報

の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際

的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置

を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男

女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支

援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずる

ように努めるものとする。 

 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」

という。）を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に

規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係

各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促

進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事

項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要

があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大

臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策

が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、

必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係

各大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもっ

て組織する。 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総

理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有

する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総 
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数の十分の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の

議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未

満であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年と

する。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができ

る。 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必

要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、

監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見

の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要が

あると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対

しても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及

び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、

政令で定める。 

附 則〔平成十一年六月二三日法律第七八号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七

号）は、廃止する。 

附 則〔平成十一年七月十六日法律第百二号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平

成十一年法律第八十八号）の施行の日〔平成十三年一

月六日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 〔略〕 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、

第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公

布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に

掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他

の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任

期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそ

れぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

一～十 〔略〕 

十一 男女共同参画審議会 

十二～五十八 〔略〕 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法

律で定める。 

附 則〔平成十一年十二月二十二日法律第百六十 

号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成

十三年一月六日から施行する。〔後略〕 

 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律                  

（平成 27 年 9 月 4 日法律第 64 号） 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節 一般事業主行動計画等（第八条―第十八条） 

第三節 特定事業主行動計画（第十九条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第二 

十条・第二十一条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するため 

の支援措置（第二十二条―第二十九条） 

第五章 雑則（第三十条―第三十三条） 

第六章 罰則（第三十四条―第三十九条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生

活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を

十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下

「女性の職業生活における活躍」という。）が一層重

要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法

（平成十一年法律第七十八号）の基本理念にのっと

り、女性の職業生活における活躍の推進について、そ

の基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業 

 主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業 

主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を

推進するための支援措置等について定めることによ

り、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に

推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な

少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会

経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を

実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生

活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、

自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとす

る女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用

形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的

な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的

な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の

職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮し

て、その個性と能力が十分に発揮できるようにするこ

とを旨として、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を

営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家

庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが

多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活

に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女

の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、 
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介護その他の家庭生活における活動について家族の 

一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活におけ

る活動を行うために必要な環境の整備等により、男女

の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が

可能となることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、

女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意

思が尊重されるべきものであることに留意されなけ

ればならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職

業生活における活躍の推進についての基本原則（次条及

び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっと

り、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要

な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、

又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活

に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業

生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備そ

の他の女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方

公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の

推進に関する施策に協力しなければならない。 

 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活

における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体

的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推

進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定

めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるもの

とする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本 

的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍 

の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策 

に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための 

支援措置に関する事項 

  ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要 

な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関 

する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活にお 

ける活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決

定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があ

ったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければな

らない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府

県の区域内における女性の職業生活における活躍の

推進に関する施策についての計画（以下この条におい

て「都道府県推進計画」という。）を定めるよう努める

ものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められ 

ているときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘

案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活

における活躍の推進に関する施策についての計画（次

項において「市町村推進計画」という。）を定めるよ

う努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町

村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、

事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組を総合的かつ効果的に実施することができる

よう、基本方針に即して、次条第一項に規定する一般

事業主行動計画及び第十九条第一項に規定する特定

事業主行動計画（次項において「事業主行動計画」と

総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動計

画策定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事

項につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定

めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組 

の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関す 

る取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業

主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

 

第二節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一

般事業主」という。）であって、常時雇用する労働者

の数が百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針

に即して、一般事業主行動計画（一般事業主が実施す

る女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働

省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出な

ければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を

定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組 

の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の 

推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計

画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省

令で定めるところにより、採用した労働者に占める女

性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時

間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働

者の割合その他のその事業における女性の職業生活

における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活

における活躍を推進するために改善すべき事情につ

いて分析した上で、その結果を勘案して、これを定め

なければならない。この場合において、前項第二号の

目標については、採用する労働者に占める女性労働者 
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の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労 

 働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者

の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければ

ならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計

画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定め

るところにより、これを労働者に周知させるための措

置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計

画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定め

るところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計

画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動

計画に定められた目標を達成するよう努めなければ

ならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百

人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、

一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めると

ころにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなけれ

ばならない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般

事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合に

ついて、第四項から第六項までの規定は前項に規定す

る一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更

した場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定

による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚

生労働省令で定めるところにより、当該事業主につい

て、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであるこ

とその他の厚生労働省令で定める基準に適合するも

のである旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一

般事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供す

る物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若し

くは通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項及

び第十四条第一項において「商品等」という。）に厚生

労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等

に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付しては

ならない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号

のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消

すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認め 

るとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請

に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該

事業主について、女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業

主行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行

動計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分野

における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す

る法律（昭和四十七年法律第百十三号）第十三条の二 

に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休業 

等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律（平成三年法律第七十六号）第二十九条に規定する

業務を担当する者を選任していること、当該女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状

況が特に優良なものであることその他の厚生労働省

令で定める基準に適合するものである旨の認定を行

うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例

認定一般事業主」という。）については、第八条第一項

及び第七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表し

なければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大

臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の

各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を

取り消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認

めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚

偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律

に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事

業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数

が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項にお

いて同じ。）が、当該承認中小事業主団体をして女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施

に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合に

おいて、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事し

ようとするときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百

四十一号）第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該

構成員である中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」と

は、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法

律により設立された組合若しくはその連合会であっ

て厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中

小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労

働省令で定める要件に該当するものに限る。）のうち、

その構成員である中小事業主に対して女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組を実施するため

の人材確保に関する相談及び援助を行うものであっ

て、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談

及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める

基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定

する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の

承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従

事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところ 
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により、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働

者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるもの

を厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定

による届出があった場合について、同法第五条の三第

一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五

条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、

第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第

一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定

による届出をして労働者の募集に従事する者につい

て、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をし

て労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与に

ついて、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの

項において準用する同条第二項に規定する職権を行

う場合について、それぞれ準用する。この場合におい

て、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おう

とする者」とあるのは「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律第十六条第四項の規定による届

出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同

法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃

止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替え

るものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二

の規定の適用については、同法第三十六条第二項中

「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者

の募集に従事させようとする者がその被用者以外の

者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第

三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十

七年法律第六十四号）第十六条第四項の規定による届

出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」と

あるのは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二

項の相談及び援助の実施状況について報告を求める

ことができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による

届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主

団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の

成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容

又は方法について指導することにより、当該募集の効

果的かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定に

より一般事業主行動計画を策定しようとする一般事

業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主

に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者への周

知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措

置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実

施に努めるものとする。 

 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又は

それらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」

という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動

計画策定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事

業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に関する計画をいう。以下この条におい

て同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を

定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組 

の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変

更しようとするときは、内閣府令で定めるところによ

り、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継

続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にあ

る職員に占める女性職員の割合その他のその事務及

び事業における女性の職業生活における活躍に関す

る状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進

するために改善すべき事情について分析した上で、そ

の結果を勘案して、これを定めなければならない。こ

の場合において、前項第二号の目標については、採用

する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年

数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある

職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて

定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるた

めの措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行

動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければ

ならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を

実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた

目標を達成するよう努めなければならない。 

 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主（常時雇

用する労働者の数が三百人を超えるものに限る。）は、

厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営

み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、

その事業における女性の職業生活における活躍に関

する次に掲げる情報を定期的に公表しなければなら

ない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に

対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両 

立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第一項に規定する一般事業主（前項に規定す

る一般事業主を除く。）は、厚生労働省令で定めると

ころにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性

の職業選択に資するよう、その事業における女性の職

業生活における活躍に関する前項各号に掲げる情報

の少なくともいずれか一方を定期的に公表しなけれ

ばならない。 

３ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省

令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営も

うとする女性の職業選択に資するよう、その事業にお

ける女性の職業生活における活躍に関する第一項各

号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的

に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところに 
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より、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業

選択に資するよう、その事務及び事業における女性の

職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定

期的に公表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する 

職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立 

に資する勤務環境の整備に関する実績 

 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進する 

ための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進

するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支

援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推

進するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、

又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者

からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提

供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の

一部を、その事務を適切に実施することができるもの

として内閣府令で定める基準に適合する者に委託す

ることができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又

は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当

該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推進

に関する地方公共団体の施策を支援するために必要

な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるも

のとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進

に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫

その他の特別の法律によって設立された法人であっ

て政令で定めるものをいう。）の役務又は物件の調達

に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事

業主、特例認定一般事業主その他の女性の職業生活に

おける活躍に関する状況又は女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一

般事業主（次項において「認定一般事業主等」という。）

の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施する

ものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業

主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施

するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活に

おける活躍の推進について、国民の関心と理解を深

め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動

を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に資するよう、国内外における女性の職

業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情

報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の職 

業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を

行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において

「関係機関」という。）は、第二十二条第一項の規定

により国が講ずる措置及び同条第二項の規定により

地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性

の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用

することにより、当該区域において女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に

実施されるようにするため、関係機関により構成され

る協議会（以下「協議会」という。）を組織すること

ができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の

区域内において第二十二条第三項の規定による事務

の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を

協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認める

ときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加える

ことができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この

項において「関係機関等」という。）が相互の連絡を図

ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に

有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図

るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組について協議を行うも

のとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、

内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなけ

ればならない。 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の

事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の

事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織

及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要

があると認めるときは、第八条第一項に規定する一般

事業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事

業主である同条第七項に規定する一般事業主に対し

て、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をする

ことができる。 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項若しくは

第二項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表

をした第八条第一項に規定する一般事業主又は第二

十条第三項に規定する情報に関し虚偽の公表をした

認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である

第八条第七項に規定する一般事業主に対し、前条の規

定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた

者がこれに従わなかったときは、その旨を公表するこ

とができる。 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第

十五条、第十六条、第三十条及び前条に規定する厚生 
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労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところによ

り、その一部を都道府県労働局長に委任することがで

きる。 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の

実施のため必要な事項は、政令で定める。 

 

第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安

定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命

令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以

下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年

以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏ら

した者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月

以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労

働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三

十七条第二項の規定による指示に従わなかった者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第

三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十

万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用する

場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第

五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の

報告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第

五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を

拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答

弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第

五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理

人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務

に関し、第三十四条、第三十六条又は前条の違反行為

をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人

に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は虚

偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、

第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条を除く。）

及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第

五条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、

その効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に

従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密に

ついては、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含

む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日

後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して 

知り得た秘密については、第二十八条の規定（同条に

係る罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、

同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用

については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、

同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するものの

ほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令

で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合

において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があ

ると認めるときは、この法律の規定について検討を加

え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

（社会保険労務士法の一部改正） 

第五条 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（内閣府設置法の一部改正） 

第六条 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）の

一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成二九年三月三一日法律第一四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加

える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日 

二・三 〔略〕 

四 〔前略〕附則第二十一条、第二十二条、第二十六 

条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並び

に附則第三十三条（次号に掲げる規定を除く。）の

規定 平成三十年一月一日 

五 〔略〕 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規定

にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する

罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律

の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則〔令和元年六月五日法律第二四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超え

ない範囲内において政令で定める日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

〔令和元年一二月政令一七四号により、令和二・六・一

から施行〕 

一 〔前略〕附則第六条の規定 公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を超

えない範囲内において政令で定める日 

〔令和元年一二月政令一七四号により、令和四・四・一

から施行〕 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の

適用については、なお従前の例による。 
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（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行

に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合

において、この法律による改正後の規定の施行の状況

について検討を加え、必要があると認めるときは、そ

の結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則〔令和四年三月三一日法律第一二号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。 

一 〔前略〕附則第二十八条の規定 公布の日 

二 〔略〕 

三 〔前略〕附則〔中略〕第二十四条〔中略〕の規定 

 令和四年十月一日 

（政令への委任） 

第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の

施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

〔令和四年六月一七日法律第六八号抄〕 

（罰則の適用等に関する経過措置） 

第四百四十一条 刑法等の一部を改正する法律（令和四

年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。）

及びこの法律（以下「刑法等一部改正法等」という。）

の施行前にした行為の処罰については、次章に別段の

定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

２ 刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、

他の法律の規定によりなお従前の例によることとさ

れ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは

廃止前の法律の規定の例によることとされる罰則を

適用する場合において、当該罰則に定める刑（刑法施

行法第十九条第一項の規定又は第八十二条の規定に

よる改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法

律第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。）

に刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑

法（明治四十年法律第四十五号。以下この項において

「旧刑法」という。）第十二条に規定する懲役（以下

「懲役」という。）、旧刑法第十三条に規定する禁錮（以

下「禁錮」という。）又は旧刑法第十六条に規定する拘 

留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当

該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁

刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及

び短期（刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを

含む。）を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及

び短期（刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを

含む。）を同じくする拘留とする。 

（裁判の効力とその執行に関する経過措置） 

第四百四十二条 懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁判の効

力並びにその執行については、次章に別段の定めがあ

るもののほか、なお従前の例による。 

（人の資格に関する経過措置） 

第四百四十三条 懲役、禁錮又は旧拘留に処せられた者

に係る人の資格に関する法令の規定の適用について

は、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無

期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処

せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑

に処せられた者と、旧拘留に処せられた者は拘留に処

せられた者とみなす。 

２ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の法律の

規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力

を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法

律の規定の例によることとされる人の資格に関する

法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられ

た者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せ

られた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた

者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留

に処せられた者とみなす。 

（経過措置の政令への委任） 

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改

正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則〔令和四年六月一七日法律第六八号抄〕 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法〔刑法等の一部を改

正する法律＝令和四年六月法律第六七号〕施行日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

二 〔略〕 

 

４ 那須塩原市男女共同参画推進条例                       

平成 19 年 3 月 26 日 

条例第 10 号 

 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 基本的施策（第７条―第 17 条） 

第３章 男女共同参画を阻害する行為の制限等（第 18 

条―第 20 条） 

第４章 那須塩原市男女共同参画審議会（第 21 条） 

第５章 補則（第 22 条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下

の平等がうたわれ、国際社会の取組と連動しつつ男女平 

 等の実現に向けた様々な取組が進められてきた。特に男

女共同参画社会基本法においては、我が国の社会経済情

勢の急速な変化に対応していく上で、男女共同参画社会

の実現が 21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題と

して位置付けられている。 

本市においても、これまで男女共同参画社会の実現を

目指し、様々な施策を推進してきた。 

しかしながら、今もなお性別による固定的な役割分担意

識やそれに基づく社会慣行は依然として根強く、真の男

女平等や男女共同参画社会の実現には多くの課題が残

されている。 

だれもが心豊かに健康で安心して暮らせる社会の実現 
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は、私たち市民の切なる願いであるが、そうした社会を

築いていくためには、市民一人ひとりが自らの意思によ

って家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分

野における活動に積極的に参画することが必要である。 

このような認識に立ち、市は、市、市民及び事業者が

相互に協力連携して、性別にかかわりなく個人として尊

重され、男女が、自らの意思により対等な立場であらゆ

る分野の活動に参画し、責任を分かち合う男女共同参画

社会の実現を目指し、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進について、そ

の基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明ら

かにするとともに、男女共同参画の推進に関する基本

的な事項を定めることにより、男女共同参画を総合的

かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現

に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員とし

て、自らの意思によって社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会が平等に確保されることに

より、男女が平等に政治的、経済的、社会的及び文

化的利益を享受することができ、かつ、責任を担う

ことをいう。 

⑵ 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男

女間の格差を改善するため必要な範囲内において、

男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提

供することをいう。 

⑶ セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により

相手方の生活環境を害すること、又は性的な言動に

対する相手方の対応によって不利益を与えること

をいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念と

して推進されなければならない。 

⑴ 男女が個人としての尊厳が重んぜられること、男

女が直接的であるか間接的であるかを問わず性別

による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人と

して能力を発揮する機会が確保されること、男女間

における暴力が根絶されることその他の男女の人 

権が尊重されること。 

⑵ 性別による固定的な役割分担意識や偏見等に基

づく社会における制度又は慣行が、男女の社会にお

ける活動の自由な選択に対して影響を及ぼさない

よう配慮されること。 

⑶ 男女が、社会の対等な構成員として、市における

政策又は民間の団体における方針の立案及び決定 

に共同して参画する機会が確保されること。 

⑷ 家族を構成する男女が、互いの協力と社会の支援

の下に、家庭の重要性を認識して、子育て、家族の

介護その他の家庭生活における活動について家族

の一員として役割を円滑に果たし、かつ、職場、学

校、地域その他の家庭以外の社会生活における活動

に対等に参画できるようにすること。 

⑸ 男女が、互いの身体的特徴及び性について理解を

深め、かつ、尊重しあうことにより、生涯にわたり 

営方針の立案及び決定に参画する機会が確保される

健康な生活を営むことができるようにすること。 

⑹ 男女共同参画の推進に向けた取組は国際社会の

取組と密接に関係していることから、国際社会の動

向を踏まえながら行うこと。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条の基本理念にのっとり、男女共同参

画の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施す

る責務を有する。 

２ 市は、男女共同参画の推進に当たっては、市民、事

業者、県、国等と連携しつつ、率先してこれに取り組

むものとする。 

３ 市は、男女共同参画の推進に関する施策を推進する

ため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学

校、地域その他の社会のあらゆる分野において、それ

ぞれが互いに協力し、男女共同参画を主体的かつ積極

的に推進するとともに、市が実施する男女共同参画の

推進に関する施策に協力するよう努めなければなら

ない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動

において、男女共同参画を主体的かつ積極的に推進す

るとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関す

る施策に協力するよう努めなければならない。 

 

第２章 基本的施策 

（行動計画） 

第７条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図るための行動計画を策定

するものとする。 

２ 市長は、行動計画を策定し、又は変更するに当たっ

ては、あらかじめ、市民及び事業者の意見を反映する

ことができるよう必要な施策を講ずるとともに、那須

塩原市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。 

３ 市長は、行動計画を策定し、又は変更したときは、

これを公表するものとする。 

（意識の啓発） 

第８条 市は、男女共同参画の推進についての意識の啓

発を図るため、家庭、職場、学校、地域等における広

報活動の実施、学習の促進その他の必要な施策を講ず

るものとする。 

（人材の育成） 

第９条 市は、男女共同参画の推進を率先して行う人材

を育成するため、研修の実施、講座の開設その他の必

要な施策を講ずるものとする。 

（活動の支援） 

第 10 条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織す

る民間の団体による男女共同参画の推進についての

自主的な活動を支援するため、情報の提供、助言その

他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

（教育の分野における施策） 

第 11 条 市は、学校教育、社会教育、家庭教育等のあ

らゆる分野において、男女平等意識の醸成、個性と能

力の育成その他男女共同参画の推進のための必要な

施策を講ずるよう努めるものとする。 

（家族経営的な農林業、商工業等の分野における施策） 

第 12 条 市は、家族経営的な農林業、商工業等の分野

で、家族全員がそれぞれの能力を十分に発揮し、その

能力が正当に評価され、並びに対等な構成員として経 
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ことにより、充実感をもって働ける環境づくりを推

進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものと

する。 

（体制の整備等） 

第 13 条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総

合的に企画し、調整し、及び実施するため、必要な体

制の整備に努めるものとする。 

２ 市は、男女共同参画の推進に関する施策の実施に当

たっては、常に関係行政機関及び関係団体と緊密に連

携し、協力するよう努めるものとする。 

（施策に関する意見の申出への対応） 

第 14 条 市長は、市が実施する男女共同参画の推進に

関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼす

と認められる施策について、意見の申出があったとき

は、適切に対応するよう努めるものとする。 

２ 市長は、前項の申出があった場合において、必要と

認めるときは、那須塩原市男女共同参画審議会の意見

を聴くことができる。 

（積極的改善措置） 

第 15 条 市は、政策の立案若しくは決定又は施策の実

施に当たって、参画の機会に係る男女間の格差の改善

を図る必要があると認めるときは、積極的改善措置を

講ずるよう努めるものとする。 

２ 市長その他の執行機関は、附属機関の委員等を任命

し、又は委嘱するときは、積極的改善措置を講ずるよ

う努めるものとする。 

（年次報告） 

第 16 条 市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する

施策の実施状況について、報告書を作成し、これを公

表するものとする。 

（調査研究） 

第 17 条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を策

定し、及び実施するために必要な事項について調査及

び研究を行うものとする。 

 

第３章 男女共同参画を阻害する行為の制限等 

（性別による権利侵害の禁止） 

第 18 条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社

会のあらゆる分野において、性別による差別的な取扱

いを行ってはならない。 

２ 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあ

らゆる分野において、セクシュアル・ハラスメントを

行ってはならない。 

３ 何人も、男女間において、身体的又は精神的な苦痛

を与える暴力的行為を行ってはならない。 

４ 前３項に定めるもののほか、何人も、性別により権

利を侵害する行為を行ってはならない。 

（性別による権利侵害等に関する相談への対応） 

第 19 条 市長は、前条各項の規定に違反する行為その

他の男女共同参画の推進を阻害する行為について相

談を受けたときは、関係機関等と連携して、適切に対

応するよう努めるものとする。 

（公衆に表示する情報への配慮） 

第 20 条 何人も、公衆に表示する情報が社会に及ぼす

影響を考慮し、その情報において、性別による固定的

な役割分担若しくは男女間の暴力的行為を助長し、若

しくは連想させる表現又は不必要な性的表現を行わ

ないよう努めなければならない。 

 

第４章 那須塩原市男女共同参画審議会 

（男女共同参画審議会の設置） 

第 21 条 市に那須塩原市男女共同参画審議会（以下こ

の条において「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事務をつ

かさどる。 

⑴ 男女共同参画の推進に関する重要事項について

調査し、及び審議し、必要と認める事項について、

市長に意見を述べること。 

⑵ 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策

の実施状況について、必要に応じ調査し、市長に意

見を述べること。 

３ 審議会は、委員 20 人以内で組織する。この場合に

おいて、男女のいずれの委員の数も、委員総数の 10 分

の４未満とならないものとする。 

４ 委員は、市民、関係機関の職員、事業者、学識経験

を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、再任されることができる。 

 

第５章 補則 

（委任） 

第 22 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施

行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成 19 年４月１日から施行する。 

 

５ 那須塩原市男女共同参画推進条例施行規則                       

平成 19 年 3 月 30 日 

規則第 6 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、那須塩原市男女共同参画推進条例

（平成 19 年那須塩原市条例第 10 号。以下「条例」と

いう。）第 22 条の規定に基づき、条例の施行に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（申出者） 

第２条 条例第 14 条第１項の意見の申出（以下「意見

の申出」という。）を行うことができるものは、次に掲

げるものとする。 

 ⑴ 市内に住所を有する者 

⑵ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人

その他の団体 

⑶ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

⑷ 市内に存する学校に在学する者 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 

（申出の方法） 

第３条 意見の申出は、意見申出書（別記様式）を市長

に提出して行うものとする。 
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（条例第 14 条第２項の意見を聴かない申出） 

第４条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事項に

係る意見の申出については、那須塩原市男女共同参画

審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴かないも

のとする。 

⑴ 判決、裁決等により確定した事項 

⑵ 裁判所に係属し、又は行政庁に対し審査請求がさ

れている事項 

⑶ 住民監査請求又は議会に対する請願若しくは陳

情が行われている事項 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が適当でないと

認める事項 

（申出者への通知） 

第５条 市長は、意見の申出への対応を決定したとき

は、その内容を当該申出を行ったものに通知するもの

とする。 

（審議会の会長及び副会長） 

第６条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選に

よりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、

その職務を代理する。 

（審議会の会議） 

第７条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長と

なる。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開

くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。 

 

（部会） 

第８条 審議会は、特定の事項を調査し、及び審議する

ため、部会を置くことができる。 

２ 部会に属する委員は、会長がこれを指名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によ

りこれを定める。 

４ 部会長に事故あるときは、あらかじめその指名する

委員が、その職務を代理する。 

５ 第６条第２項及び前条の規定は、部会の会議に準用

する。この場合において、これらの規定中「会長」と

あるのは「部会長」と、「審議会」とあるのは「部会」

と読み替えるものとする。 

（関係人の出席） 

第９条 審議会は、必要があると認めるときは、関係人

の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必

要な資料の提出を求めることができる。 

（審議会の庶務） 

第 10 条 審議会の庶務は、男女共同参画推進担当課に

おいて処理する。 

（審議会の運営） 

第 11 条 第６条から前条に定めるもののほか、審議会

の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って

定める。 

（その他） 

第 12 条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、

別に定める。 

附 則 

この規則は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27 年 11 月 25 日規則第 45 号） 

この規則は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 

６ 那須塩原市男女共同参画審議会委員名簿                    

委嘱期間：令和 3 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 

№ 選任区分 推薦機関・団体等 氏  名 備 考 

１ 
学識経験者 

（一社）とちぎ市民協働研究会 土崎 雄祐  

２ 宇都宮共和大学 笹川 陽子  

３ 

関係機関 

労働行政 黒磯公共職業安定所 松本 和彦 R4.4.1～ 

４ 学校教育 小中学校長会 山本 幸子 R4.4.1～ 

５ 保健行政 県北健康福祉センター 桑野 哲実  

６ 

関係分野 

人権 人権擁護委員協議会 室井 英子 R4.4.27～ 

７ 
農業団体 

那須野農業協同組合 谷口 賢一  

８ 市農村生活研究グループ協議会 竹内 ヒロ  

９ 
商工団体 

西那須野商工会 小林 紀子  

10 黒磯那須青年会議所 杉本智恵美  

11 事業者 林工業株式会社 林  雄太  

12 労働団体 連合栃木那須地域協議会 渡部  貢  

13 地域活動 市自治会長連絡協議会 橋本 秀晴  

14 家庭教育 市 PTA 連絡協議会 中野 浩明 R4 総会～ 

15 保育福祉 NPO 法人キッズシェルター 森田野百合  

16 男女共同参画 輝きネットなすしおばら 田村ひろみ  

17 
公募 

一般公募 星野恵美子  

18 一般公募 鈴木ひろみ  
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７ 那須塩原市男女共同参画推進本部設置要綱                 

平成 17 年 6 月 29 日 

訓第 1 号 

 

（設置） 

第１条 男女共同参画行政の総合的かつ効果的な推進

を図るため、那須塩原市男女共同参画推進本部（以下

「本部」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。 

⑴ 男女共同参画行政に関する諸施策の推進に関す

ること。 

⑵ 男女共同参画行政の推進に伴う企画及び調整に

関すること。 

⑶ 男女共同参画行政の推進に必要な調査研究に関

すること。 

⑷  その他男女共同参画社会づくりに関し、重要な事

項に関すること。 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって

構成する。 

２ 本部長には市長をもって充て、副本部長には企画部

に関する事務を所掌する副市長をもって充てる。 

３ 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。 

４ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故がある

ときは、その職務を代理する。 

５ 本部員は、別表第１に掲げる者をもって充てる。た

だし、本部長は、必要があると認める場合は、本部員

としてその他の職員を指名することができる。 

（会議） 

第４条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。 

２ 本部長は、本部の会議の議長となる。 

（幹事会） 

第５条 本部の会議に付議する事案について協議及び

調整を行うとともに、本部の決定した施策の推進に関

し必要な事項を処理するため、本部に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成

する。 

３ 幹事長は企画部長をもって充て、副幹事長は市民協

働推進課長をもって充てる。 

４ 幹事長は、本部長の承認を得て幹事会を招集すると

ともに、幹事会の議長となる。 

 ５ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故がある

ときは、その職務を代理する。 

６ 幹事は、別表第２に掲げる者をもって充てる。ただ

し、幹事長は、必要に応じ、幹事としてその他の職員

を指名することができる。 

（部会） 

第６条 幹事長は、幹事会に付議すべき事項について調

査研究し、必要な連絡調整を行うため、必要に応じ部

会を置くことができる。 

２ 部会は、幹事長が指名する者をもって構成する。 

３ 部会は、幹事長が招集し、副幹事長がその議長となる。 

４ 幹事長は、必要に応じ、関係者の出席を求めること

ができる。 

 （庶務） 

第７条 本部、幹事会及び部会に関する庶務は、企画部

市民協働推進課において処理する。 

 （その他） 

第８条 この訓に定めるもののほか、本部及び幹事会の

運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 

   附 則 

 この訓は、平成１７年６月２９日から施行する。 

   附 則 

この訓は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この訓は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この訓は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この訓は、平成２３年１月６日から施行する。 

   附 則 

 この訓は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この訓は、平成２７年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この訓は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この訓は、令和２年７月２日から施行する。 

   附 則 

 この訓は、令和４年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

職 名 

教育長、企画部長、総務部長、市民生活部長、気候変動対策局長、保健福祉部長、子ども未来部長、産業観光部長、建

設部長、教育部長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長・監査委員事務局長・固定資産評価審査委員会書記・公平

委員会書記長、農業委員会事務局長、上下水道部長、会計管理者、西那須野支所長、塩原支所長 
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別表第２（第５条関係） 

部局名 職 名 

企画部 企画政策課長 

総務部 総務課長、財政課長 

市民生活部 環境課長 

保健福祉部 社会福祉課長 

子ども未来部 子育て支援課長 

産業観光部 農務畜産課長 

建設部 都市計画課長 

上下水道部 管理課長 

教育委員会事務局教育部 教育総務課長 

 

８ 那須塩原市男女共同参画推進本部の構成                 

【本部】                    【幹事会】 

№ 職 名 備 考  № 部局名 職 名 備 考 

１ 市長 本部長  １ 

企画部 

企画部長 幹事長 

２ 副市長 副本部長  ２ 企画政策課長  

３ 教育長   ３ 市民協働推進課長 副幹事長 

４ 企画部長   ４ 
総務部 

総務課長  

５ 総務部長   ５ 財政課長  

６ 市民生活部長   ６ 市民生活部 環境課長  

７ 気候変動対策局長   ７ 保健福祉部 社会福祉課長  

８ 保健福祉部長   ８ 子ども未来部 子育て支援課長  

９ 子ども未来部長   ９ 産業観光部 農務畜産課長  

10 産業観光部長   10 建設部 都市計画課長  

11 建設部長   11 上下水道部 管理課長  

12 教育部長   12 教育委員会事務局 教育総務課長  

13 議会事務局長       

14 選挙管理委員会事務局長       

15 農業委員会事務局長       

16 上下水道部長       

17 会計管理者       

18 西那須野支所長       

19 塩原支所長       

 

【部会】 

№ 部局名 課・室名 係 名 役職 

１ 
企画部 

秘書課 情報発信係 主任 

２ 市民協働推進課 ダイバーシティ推進係 主査 

３ 
総務部 

総務課 人事研修係 主査（係長級） 

４ 危機管理室 主任 

５ 市民生活部 生活課 くらし安全安心係 係長 

６ 

保健福祉部 

社会福祉課 地域共生係 係長 

７ 高齢福祉課 地域支援係 係長 

８ 健康増進課 健康増進係 主査 

９ 
子ども未来部 

子育て支援課 子ども・子育て総合センター 主査（係長級） 

10 保育課 管理係 係長 

11 
産業観光部 

農務畜産課 担い手支援係 係長 

12 商工観光課 商工係 主事 

13 建設部 都市整備課 都市整備係 主査 

14 

教育部 

学校教育課 児童生徒サポートセンター 児童生徒係 係長 

15 生涯学習課 生涯学習係 課長補佐兼係長 

16 スポーツ振興課 スポーツ振興係 係長 

17 農業委員会事務局 農政係 局長補佐兼係長 

 





 

第４次那須塩原市男女共同参画行動計画 
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